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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
インターネットを利用して法律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシス
テムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式がそれぞれ記録され、ユーザー端末において更新されることが可能な多
数の書式ファイルと、
　階層構造を成す多数の書式選択質問をユーザー端末に順次表示するよう各書式選択質問
について付与された書式選択質問用ファイルと
が含まれており、
　各書式選択質問用ファイルは、その次の下層の書式選択質問用ファイルをユーザー端末
に表示するためのコマンドボタンを含んでいるとともに、前記送信プログラムは、このコ
マンドボタンがクリックされた際に当該次の下層の書式選択質問用ファイルを送信してユ
ーザー端末に表示させるものとなっており、
　最下層の書式選択質問用ファイルは、当該質問への返答に相当する法律書式の書式ファ
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イルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するためのコマンドボタンを含んでいる
とともに、前記送信プログラムは、このコマンドボタンがクリックされた際に当該書式フ
ァイルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するものとなっており、
　前記保存部に保存された各種ファイルには、最下層の書式選択質問用ファイルが表示さ
れているユーザー端末における操作により選択された書式ファイルから法律文書を作成す
るための情報の入力をユーザー端末において行わせるためにユーザー端末に表示される自
動作成用ファイルが含まれており、
　前記保存部には、最下層の書式選択質問用ファイルが表示されているユーザー端末にお
ける操作により選択された書式ファイルと、自動作成用ファイルにより入力された情報に
より、法律文書を自動作成する自動作成プログラムが設けられていて、ユーザー端末にお
ける操作により実行可能となっており、
　自動作成用ファイルは、選択された書式ファイルに当てはめて法律文書を完成させる情
報入力欄を含んでおり、
　自動作成プログラムは、情報入力欄に入力された情報を当該書式ファイルの所定箇所に
設定された入力欄に組み込んで書式ファイルを更新するプログラムであるとともに、更新
した書式ファイルを、当該ユーザー端末が備える保存部に保存可能とするプログラムであ
り、
　前記保存部に保存された各種ファイルには、前記自動作成用ファイルをユーザー端末に
対し送信サーバに送信させるための自動作成用コマンドボタンを表示するためのファイル
が含まれており、前記送信プログラムは、自動作成用コマンドボタンがクリックされた際
に前記自動作成用ファイルを送信してユーザー端末に表示させるものであり、
　自動作成用コマンドボタンを表示するためのファイルは、前記最下層の書式選択質問用
ファイルであって最下層の書式選択質問とともに自動作成用コマンドボタンが前記送信プ
ログラムによりユーザー端末に送信されて表示されるようになっており、
　前記保存部には、法律書式のジャンルを選択させる入力をさせるためにユーザー端末に
表示される書式ジャンル選択用ファイルが保存されており、
　前記最上位の書式選択質問用ファイルは、書式ジャンル毎に設けられて前記保存部に保
存されており、
　書式ジャンル選択用ファイルは、前記ユーザー端末における操作により選択されたジャ
ンルにおける最上位の書式選択質問用ファイルをユーザー端末に対して送信サーバに送信
させるためのコマンドボタンを含んでおり、前記送信プログラムは、このコマンドボタン
がクリックされた際、当該選択されたジャンルにおける最上位の書式選択質問用ファイル
をユーザー端末に送信するものとなっていることを特徴とするインターネットによるトー
タルリーガルライブラリエイドシステム。
【請求項２】
インターネットを利用して法律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシス
テムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式がそれぞれ記録され、ユーザー端末において更新されることが可能な多
数の書式ファイルと、
　階層構造を成す多数の書式選択質問をユーザー端末に表示するよう各書式選択質問につ
いて付与された書式選択質問用ファイルと
が含まれており、
　各書式選択質問用ファイルは、その次の下層の書式選択質問用ファイルをユーザー端末
に表示するためのコマンドボタンを含んでいるとともに、前記送信プログラムは、このコ
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マンドボタンがクリックされた際に当該次の下層の書式選択質問用ファイルを送信してユ
ーザー端末に表示させるものとなっており、
　最下層の書式選択質問用ファイルは、当該質問への返答に相当する法律書式の書式ファ
イルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するための書式送信用コマンドボタンを
含んでいるとともに、前記送信プログラムは、この書式送信用コマンドボタンがクリック
された際に当該書式ファイルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するものとなっ
ており、
　保存部に保存された各種ファイルには、文書作成について相談を申し込むためにユーザ
ー端末に表示される文書作成相談フォームファイルが含まれており、
　前記送信プログラムは、前記書式送信用コマンドボタンのクリックにより書式ファイル
をユーザー端末に送信した際、その書式ファイルを特定する情報である書式ＩＤを保存部
に保存するものであり、
　前記文書作成相談フォームファイルは、選択された書式ファイルを使用した文書作成に
ついての相談内容を入力するフォームであり、前記送信プログラムは、文書作成相談フォ
ームファイルの送信要求がユーザー端末からあった際、当該ユーザー端末に送信した書式
ファイルの書式ＩＤを前記保存部から読み出して文書作成相談フォームに組み込んだ上で
文書作成相談フォームを当該ユーザー端末に送信して当該ユーザー端末に表示されるよう
にするものとなっていることを特徴とするインターネットによるトータルリーガルライブ
ラリエイドシステム。
【請求項３】
選択された法律書式を使用した文書作成について相談した際の費用の見積書を作成する見
積書作成用コンピュータが設けられており、
　前記文書作成相談フォームファイルは、見積書の作成を依頼する旨の送信をユーザー端
末において行わせるためのファイルとなっており、
　見積書作成用コンピュータには、見積書作成プログラムがインストールされており、
　前記保存部には、
　相談に対応して弁護士が法律サービスを提供する際に要すると予想される時間数を入力
する時間数入力欄を有する時間入力用フォームファイルと、
　弁護士費用の時間単価の情報と、
　文書作成について弁護士に相談した際の費用の見積書のフォームファイルと
が保存されており、
　前記見積書作成プログラムは、
　時間入力用フォームファイルを見積書作成用コンピュータ上に表示するフォーム表示モ
ジュールと、
　時間入力用フォームの時間数入力欄に入力された時間数と保存部に保存された時間単価
とを掛け合わせる演算を行って見積もり金額を算出する算出モジュールと、
　算出された見積もり金額を保存部から読み出された見積書のフォームファイルにはめ込
んで見積書を作成させる見積書作成モジュールと、
　ユーザー端末に対し、作成した見積書を前記送信サーバに送信させる送信モジュールと
を有するものであることを特徴とする請求項２記載のインターネットによるトータルリー
ガルライブラリエイドシステム。
【請求項４】
前記保存部に保存されたファイルには、相談正式申込用コマンドボタンを表示するための
ファイルが含まれており、
　前記送信プログラムは、相談正式申込用コマンドボタンを表示するためのファイルを、
前記見積書の送信時又はその後に前記送信サーバから送信して相談正式申込用コマンドボ
タンがユーザー端末に表示されるようにするものであり、前記保存部には、送信された見
積書の内容を承諾し相談を正式に依頼する旨をユーザー端末から送信させるプログラムが
設けられており、このプログラムは、相談正式申込用コマンドボタンがユーザー端末にお
いてクリックされることで実行されるものであることを特徴とする請求項３記載のインタ



(4) JP 4611917 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

ーネットによるトータルリーガルライブラリエイドシステム。
【請求項５】
前記見積書作成プログラムは、相談正式申込用コマンドボタンがはめ込まれた状態で前記
見積書を作成するものであり、前記送信プログラムは、相談正式申込用コマンドボタンが
はめ込まれた状態の前記見積書をユーザー端末に送信してユーザー端末に表示されるよう
にするものであることを特徴とする請求項３記載のインターネットによるトータルリーガ
ルライブラリエイドシステム。
【請求項６】
インターネットを利用して法律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシス
テムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式がそれぞれ記録された、ユーザー端末において更新されることが可能な
多数の書式ファイルと、
　記録された多数の書式ファイルの中からユーザーに任意の書式ファイルを選択させる書
式選択用ファイルと、
　選択された書式ファイルから法律文書を作成するための情報の入力をユーザー端末にお
いて行わせるためにユーザー端末に表示される自動作成用ファイルとが含まれており、
　自動作成用ファイルは、選択された書式ファイルに当てはめて法律文書を完成させる情
報入力欄を含んでおり、
　保存部には、選択された書式ファイルと、自動作成用ファイルにより入力された情報に
より、法律文書を自動作成する自動作成プログラムが設けられていて、ユーザー端末にお
ける操作により実行可能となっており、
　自動作成プログラムは、情報入力欄に入力された情報を当該書式ファイルの所定箇所に
設定された入力欄に組み込んで書式ファイルを更新するプログラムであるとともに、更新
した書式ファイルを、当該ユーザー端末が備える保存部に保存可能とするプログラムであ
り、
　さらに、
　自動作成プログラムにより自動作成した法律文書である自動作成文書について弁護士に
相談した際の費用の見積書を作成する見積書作成用コンピュータが設けられており、
　見積書作成用コンピュータには、見積書作成プログラムがインストールされており、
　保存部には、
　ユーザー端末から見積書作成を依頼する旨を送信させるための見積書作成依頼用コマン
ドボタンを表示するためのファイルと、
　相談に対応して弁護士が法律サービスを提供する際に要すると予想される時間数を入力
する時間数入力欄を有する時間入力用フォームファイルと、
　弁護士費用の時間単価の情報と、
　自動作成文書について弁護士に相談した際の費用の見積書のフォームファイルと
が保存されており、
　前記見積書作成プログラムは、
　時間入力用フォームファイルを見積書作成用コンピュータ上に表示するフォーム表示モ
ジュールと、
　時間入力用フォームの時間数入力欄に入力された時間数と保存部に保存された時間単価
とを掛け合わせる演算を行って見積もり金額を算出する算出モジュールと、
　算出された見積もり金額を保存部から読み出された見積書のフォームファイルにはめ込
んで見積書を作成させる見積書作成モジュールと、
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　ユーザー端末に対し、作成した見積書を送信する送信モジュールと
を有するものであり、
　さらに、
　前記保存部には、前記自動作成プログラムにより更新された書式ファイルである更新フ
ァイルを見積書の作成依頼に際してユーザー端末が備える保存部から送信させるか、その
更新ファイルが保存された場所の情報をユーザー端末から送信させるプログラムが設けら
れていて、このプログラムは、前記見積書作成依頼用コマンドボタンがユーザー端末にお
いてクリックされた際に実行されるものとなっており、
　前記見積書作成プログラムは、送信された更新ファイル又は更新ファイルの保存場所に
関する情報に従い、更新ファイルの内容を見積書作成用コンピュータ上で表示するもので
あって、更新ファイルを時間数入力フォーム内にリンクさせて表示するものあることを特
徴とするインターネットによるトータルリーガルライブラリエイドシステム。
【請求項７】
インターネットを利用して法律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシス
テムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式をそれぞれ記録した更新可能な多数の書式ファイルと、
　階層構造を成す多数の書式選択質問をユーザー端末に順次表示するよう各書式選択質問
について付与された書式選択質問用ファイルと
が含まれており、
　各書式選択質問用ファイルは、その次の下層の書式選択質問用ファイルをユーザー端末
に表示するためのコマンドボタンを含んでいるとともに、前記送信プログラムは、このコ
マンドボタンがクリックされた際に当該次の下層の書式選択質問用ファイルを送信してユ
ーザー端末に表示させるものとなっており、
　最下層の書式選択質問用ファイルは、当該質問への返答に相当する法律書式の書式ファ
イルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するための書式送信用コマンドボタンを
含んでいるとともに、前記送信プログラムは、この書式送信用コマンドボタンがクリック
された際に当該書式ファイルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するものとなっ
ており、
　前記保存部に保存された各種ファイルには、最下層の書式選択質問用ファイルが表示さ
れているユーザー端末における操作により選択された書式ファイルから法律文書を作成す
るための情報の入力をユーザー端末において行わせるためにユーザー端末に表示される自
動作成用ファイルが含まれており、
　保存部には、最下層の書式選択質問用ファイルが表示されているユーザー端末における
操作により選択された書式ファイルと、自動作成用ファイルにより入力された情報により
、法律文書を自動作成する自動作成プログラムが設けられていて、ユーザー端末における
操作により実行可能となっており、
　自動作成用ファイルは、選択された書式ファイルに当てはめて法律文書を完成させる情
報入力欄を含んでおり、
　自動作成プログラムは、情報入力欄に入力された情報を当該書式ファイルの所定箇所に
設定された入力欄に組み込んで書式ファイルを更新するプログラムであるとともに、更新
した書式ファイルを、当該ユーザー端末が備える保存部に保存可能とするプログラムであ
り、
　さらに、
　自動作成プログラムにより自動作成した法律文書である自動作成文書について弁護士に



(6) JP 4611917 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

相談した際の費用の見積書を作成する見積書作成用コンピュータが設けられており、
　見積書作成用コンピュータには、見積書作成プログラムがインストールされており、
　保存部には、
　ユーザー端末から見積書作成を依頼する旨を送信させるための見積書作成依頼用コマン
ドボタンを表示するためのファイルと、
　相談に対応して弁護士が法律サービスを提供する際に要すると予想される時間数を入力
する時間数入力欄を有する時間入力用フォームファイルと、
　弁護士費用の時間単価の情報と、
　自動作成文書について弁護士に相談した際の費用の見積書のフォームファイルと
が保存されており、
　前記見積書作成プログラムは、
　時間入力用フォームファイルを見積書作成用コンピュータ上に表示するフォーム表示モ
ジュールと、
　時間入力用フォームの時間数入力欄に入力された時間数と保存部に保存された時間単価
とを掛け合わせる演算を行って見積もり金額を算出する算出モジュールと、
　算出された見積もり金額を保存部から読み出された見積書のフォームファイルにはめ込
んで見積書を作成させる見積書作成モジュールと、
　ユーザー端末に対し、作成した見積書を送信する送信モジュールと
を有するものであり、
　さらに、
　前記保存部には、前記自動作成プログラムにより更新された書式ファイルである更新フ
ァイルを見積書の作成依頼に際してユーザー端末が備える保存部から送信させるか、その
更新ファイルが保存された場所の情報をユーザー端末から送信させるプログラムが設けら
れていて、このプログラムは、前記見積書作成依頼用コマンドボタンがユーザー端末にお
いてクリックされた際に実行されるものとなっており、
　前記見積書作成プログラムは、送信された更新ファイル又は更新ファイルの保存場所に
関する情報に従い、更新ファイルの内容を見積書作成用コンピュータ上で表示するもので
あって、更新ファイルを時間数入力フォーム内にリンクさせて表示するものあることを特
徴とするインターネットによるトータルリーガルライブラリエイドシステム。
【請求項８】
前記保存部に保存された各種ファイルには、送信された見積書の内容を承諾し相談を正式
に依頼する旨をユーザー端末から送信させるための相談正式申込用コマンドボタンを表示
するためのファイルが含まれており、
　前記送信プログラムは、相談正式申込用コマンドボタンを表示するためのファイルを、
前記見積書の送信時又はその後に送信して相談正式申込用ボタンがユーザー端末に表示さ
れるようにするものであることを特徴とする請求項６又は７記載のインターネットによる
トータルリーガルライブラリエイドシステム。
【請求項９】
前記見積書作成プログラムは、送信された見積書の内容を承諾し相談を正式に依頼する旨
をユーザー端末から送信させるための相談正式申込用コマンドボタンをはめ込んだ状態で
前記見積書を作成するものであり、
　前記送信プログラムは、相談正式申込用コマンドボタンがはめ込まれた状態の前記見積
書をユーザー端末に送信してユーザー端末に表示されるようにするものであることを特徴
とする請求項６又は７に記載のインターネットによるトータルリーガルライブラリエイド
システム。
【請求項１０】
インターネットを利用して法律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシス
テムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
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ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式がそれぞれ記録され、ユーザー端末において更新されることが可能な多
数の書式ファイルと、
　階層構造を成す多数の書式選択質問をユーザー端末に表示するよう各書式選択質問につ
いて付与された書式選択質問用ファイルと
が含まれており、
　各書式選択質問用ファイルは、その次の下層の書式選択質問用ファイルをユーザー端末
に表示するためのコマンドボタンを含んでいるとともに、前記送信プログラムは、このコ
マンドボタンがクリックされた際に当該次の下層の書式選択質問用ファイルを送信してユ
ーザー端末に表示させるものとなっており、
　最下層の書式選択質問用ファイルは、当該質問への返答に相当する法律書式の書式ファ
イルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するための書式送信用コマンドボタンを
含んでいるとともに、前記送信プログラムは、この書式送信用コマンドボタンがクリック
された際に当該書式ファイルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するものとなっ
ており、
　さらに、
　前記保存部には、最下層の書式選択質問用ファイルが表示されているユーザー端末にお
ける操作により選択された書式ファイルと、自動作成用ファイルにより入力された情報に
より、法律文書を自動作成する自動作成プログラムが設けられていて、ユーザー端末にお
ける操作により実行可能となっており、
　自動作成用ファイルは、選択された書式ファイルに当てはめて法律文書を完成させる情
報入力欄を含んでおり、
　自動作成プログラムは、情報入力欄に入力された情報を当該書式ファイルの所定箇所に
設定された入力欄に組み込んで書式ファイルを更新するプログラムであるとともに、更新
した書式ファイルを、当該ユーザー端末が備える保存部に保存可能とするプログラムであ
り、
　前記保存部に保存された各種ファイルには、前記自動作成用ファイルをユーザー端末に
対し送信サーバに送信させるための自動作成用コマンドボタンを表示するためのファイル
が含まれており、前記送信プログラムは、自動作成用コマンドボタンがクリックされた際
に前記自動作成用ファイルを送信してユーザー端末に表示させるものであり、
　さらに、
　保存部に保存された各種ファイルには、文書作成について相談を申し込むためにユーザ
ー端末に表示される文書作成相談フォームファイルが含まれており、
　前記保存部に保存されたファイルには、文書作成について相談を申し込む際に相談対象
をユーザーに選択させるためにユーザー端末に表示させる第一の選択ページ用ファイルが
含まれており、
　第一の選択画面用ファイルには、前記送信プログラムにより前記送信サーバから当該ユ
ーザー端末に送信された書式ファイルを選択させるためのコマンドボタンであるダウンロ
ード書式ボタンと、当該ユーザー端末での操作により前記自動作成プログラムを実行して
作成した自動作成文書を選択させるためのコマンドボタンである自動作成文書ボタンとが
含まれており、
　前記文書作成相談フォームファイルは、選択された書式ファイルを使用した文書作成に
ついての相談内容を入力するフォームであり、
　前記送信プログラムは、前記ダウンロード書式ボタンがクリックされた際には、当該ユ
ーザー端末に送信された書式ファイルの名称が文書作成相談フォームファイルに組み込ま
れて送信されて当該ユーザー端末に表示されるようにするものであり、前記自動作成文書
ボタンがクリックされた際には、当該ユーザー端末における操作により前記自動作成プロ
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グラムが実行されることで更新された書式ファイルの名称が文書作成相談フォームファイ
ルに組み込まれて送信されて当該ユーザー端末に表示されるようにするものであることを
特徴とするインターネットによるトータルリーガルライブラリエイドシステム。
【請求項１１】
前記保存部に保存されたファイルには、一つのユーザー端末に対して送信された複数の書
式ファイルから一つの書式ファイルを選択させるための第二の選択ページ用ファイルと、
一つのユーザー端末における操作により前記自動作成プログラムが実行されることで更新
された複数の書式ファイルの中から一つの書式ファイルを選択させるための第三の選択ペ
ージ用ファイルとが含まれており、
　第二の選択ページ用ファイルは、前記複数の書式ファイルの名称をリストにして表示す
るものであって、前記送信プログラムは、前記ダウンロード書式ボタンがクリックされた
際に第二の選択ページ用ファイルをユーザー端末に送信して表示させるものであるととも
に、表示された第二の選択ページ用ファイルにおいてユーザー端末での操作により一つの
書式ファイルが選択された際にその書式ファイルの名称が文書作成相談フォームファイル
に組み込まれて送信されるようにするものであり、
　第三の選択ページ用ファイルは、前記更新された複数の書式ファイルの名称をリストに
して表示するものであって、前記送信プログラムは、前記自動作成文書ボタンがクリック
された際に第三の選択ページ用ファイルをユーザー端末に送信して表示させるものである
とともに、表示された第三の選択ページ用ファイルにおいてユーザー端末での操作により
一つの書式ファイルが選択された際にその書式ファイルの名称が文書作成相談フォームフ
ァイルに組み込まれて送信されるようにするものであることを特徴とする請求項１０記載
のインターネットによるトータルリーガルライブラリエイドシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願の発明は、インターネットを利用して法律書式を提供したり法律相談サービスを提
供したりする際に使用されるトータルリーガルライブラリエイドシステムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットをはじめとするとするネットワーク技術やＩＴ（情報技術）の進歩を背
景として、各種のサービスがネットワークやＩＴを利用して提供されている。その一方、
弁護士等の法律専門家によって提供される法律サービス（リーガルサービス）の提供につ
いては、専門家の高度な専門知識や専門的判断が必要なことから、ネットワークやＩＴの
利用はあまり進んでいない。
【０００３】
　また、会社や個人において、何からの法律文書の作成のため、一定の法律書式が必要に
なる場合がある。即ち、契約書等の法律文書の作成については、法律専門家である弁護士
に作成を依頼する場合もあるが、最初から弁護士に依頼すると費用が高額となるため、簡
単なものであるとか、一般的な書式に沿って内容を当てはめればよいだけの場合、会社内
の法務担当者や個人が自分で作成することが多い。例えば雇用契約であるとか、労使協定
のような協定書であるとか、交通事故に関する示談書であるとかである。この場合、作成
する法律文書の書式を入手することが必要になる。
【０００４】
　このような法律書式は、それらを所載した書籍やＣＤ－ＲＯＭ等の媒体が販売されてい
るので、それらを購入して入手することになる。しかしながら、これらの書籍や媒体は膨
大な量の法律書式を所載しているものの、弁護士のような専門家ではない素人にとっては
、その膨大な量の法律書式の中から必要な法律書式を選び出すことは、並大抵のことでは
ない。例えば、会社が個人と労務提供に関する契約を結ぼうと思っている場合、雇用契約
の書式を参照すべきなのか、請負契約の書式を参照すべきなのかという基本的事項がわか
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らないことがある。従って、書籍や媒体で膨大な量の法律書式が提供されるとしても、素
人にとっては実際には使い勝手の悪い場合が多い。
【特許文献１】特開２０００－２２２３９９号公報
【特許文献２】特開２００３－１５０８７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本願の発明は、上記課題を解決するものであって、インターネットによる法律書式提供
を可能にして素人による法律文書の作成を容易にし、インターネットによる法律書式提供
サービスや法律相談提供サービスをより促進する技術的意義を有するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本願の請求項１記載の発明は、インターネットを利用して法
律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシステムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式がそれぞれ記録され、ユーザー端末において更新されることが可能な多
数の書式ファイルと、
　階層構造を成す多数の書式選択質問をユーザー端末に順次表示するよう各書式選択質問
について付与された書式選択質問用ファイルと
が含まれており、
　各書式選択質問用ファイルは、その次の下層の書式選択質問用ファイルをユーザー端末
に表示するためのコマンドボタンを含んでいるとともに、前記送信プログラムは、このコ
マンドボタンがクリックされた際に当該次の下層の書式選択質問用ファイルを送信してユ
ーザー端末に表示させるものとなっており、
　最下層の書式選択質問用ファイルは、当該質問への返答に相当する法律書式の書式ファ
イルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するためのコマンドボタンを含んでいる
とともに、前記送信プログラムは、このコマンドボタンがクリックされた際に当該書式フ
ァイルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するものとなっており、
　前記保存部に保存された各種ファイルには、最下層の書式選択質問用ファイルが表示さ
れているユーザー端末における操作により選択された書式ファイルから法律文書を作成す
るための情報の入力をユーザー端末において行わせるためにユーザー端末に表示される自
動作成用ファイルが含まれており、
　前記保存部には、最下層の書式選択質問用ファイルが表示されているユーザー端末にお
ける操作により選択された書式ファイルと、自動作成用ファイルにより入力された情報に
より、法律文書を自動作成する自動作成プログラムが設けられていて、ユーザー端末にお
ける操作により実行可能となっており、
　自動作成用ファイルは、選択された書式ファイルに当てはめて法律文書を完成させる情
報入力欄を含んでおり、
　自動作成プログラムは、情報入力欄に入力された情報を当該書式ファイルの所定箇所に
設定された入力欄に組み込んで書式ファイルを更新するプログラムであるとともに、更新
した書式ファイルを、当該ユーザー端末が備える保存部に保存可能とするプログラムであ
り、
　前記保存部に設けられた各種ファイルには、前記自動作成用ファイルをユーザー端末に
対し送信サーバに送信させるための自動作成用コマンドボタンを表示するためのファイル
が含まれており、前記送信プログラムは、自動作成用コマンドボタンがクリックされた際
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に前記自動作成用ファイルを送信してユーザー端末に表示させるものであり、
　自動作成用コマンドボタンを表示するためのファイルは、前記最下層の書式選択質問用
ファイルであって最下層の書式選択質問とともに自動作成用コマンドボタンが前記送信プ
ログラムによりユーザー端末に送信されて表示されるようになっており、
　前記保存部には、法律書式のジャンルを選択させる入力をさせるためにユーザー端末に
表示される書式ジャンル選択用ファイルが保存されており、
　前記最上位の書式選択質問用ファイルは、書式ジャンル毎に設けられて前記保存部に保
存されており、
　書式ジャンル選択用ファイルは、前記ユーザー端末における操作により選択されたジャ
ンルにおける最上位の書式選択質問用ファイルをユーザー端末に対して送信サーバに送信
させるためのコマンドボタンを含んでおり、前記送信プログラムは、このコマンドボタン
がクリックされた際、当該選択されたジャンルにおける最上位の書式選択質問用ファイル
をユーザー端末に送信するものとなっているという構成を有する。
　上記課題を解決するため、本願の請求項２記載の発明は、インターネットを利用して法
律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシステムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式がそれぞれ記録され、ユーザー端末において更新されることが可能な多
数の書式ファイルと、
　階層構造を成す多数の書式選択質問をユーザー端末に表示するよう各書式選択質問につ
いて付与された書式選択質問用ファイルと
が含まれており、
　各書式選択質問用ファイルは、その次の下層の書式選択質問用ファイルをユーザー端末
に表示するためのコマンドボタンを含んでいるとともに、前記送信プログラムは、このコ
マンドボタンがクリックされた際に当該次の下層の書式選択質問用ファイルを送信してユ
ーザー端末に表示させるものとなっており、
　最下層の書式選択質問用ファイルは、当該質問への返答に相当する法律書式の書式ファ
イルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するための書式送信用コマンドボタンを
含んでいるとともに、前記送信プログラムは、この書式送信用コマンドボタンがクリック
された際に当該書式ファイルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するものとなっ
ており、
　保存部に保存された各種ファイルには、文書作成について相談を申し込むためにユーザ
ー端末に表示される文書作成相談フォームファイルが含まれており、
　前記送信プログラムは、前記書式送信用コマンドボタンのクリックにより書式ファイル
をユーザー端末に送信した際、その書式ファイルを特定する情報である書式ＩＤを保存部
に保存するものであり、
　前記文書作成相談フォームファイルは、選択された書式ファイルを使用した文書作成に
ついての相談内容を入力するフォームであり、前記送信プログラムは、文書作成相談フォ
ームファイルの送信要求がユーザー端末からあった際、当該ユーザー端末に送信した書式
ファイルの書式ＩＤを前記保存部から読み出して文書作成相談フォームに組み込んだ上で
文書作成相談フォームを当該ユーザー端末に送信して当該ユーザー端末に表示されるよう
にするものとなっているという構成を有する。
　上記課題を解決するため、本願の請求項６記載の発明は、インターネットを利用して法
律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシステムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
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ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式がそれぞれ記録された、ユーザー端末において更新されることが可能な
多数の書式ファイルと、
　記録された多数の書式ファイルの中からユーザーに任意の書式ファイルを選択させる書
式選択用ファイルと、
　選択された書式ファイルから法律文書を作成するための情報の入力をユーザー端末にお
いて行わせるためにユーザー端末に表示される自動作成用ファイルとが含まれており、
　自動作成用ファイルは、選択された書式ファイルに当てはめて法律文書を完成させる情
報入力欄を含んでおり、
　保存部には、選択された書式ファイルと、自動作成用ファイルにより入力された情報に
より、法律文書を自動作成する自動作成プログラムが設けられていて、ユーザー端末にお
ける操作により実行可能となっており、
　自動作成プログラムは、情報入力欄に入力された情報を当該書式ファイルの所定箇所に
設定された入力欄に組み込んで書式ファイルを更新するプログラムであるとともに、更新
した書式ファイルを、当該ユーザー端末が備える保存部に保存可能とするプログラムであ
り、
　さらに、
　自動作成プログラムにより自動作成した法律文書である自動作成文書について弁護士に
相談した際の費用の見積書を作成する見積書作成用コンピュータが設けられており、
　見積書作成用コンピュータには、見積書作成プログラムがインストールされており、
　保存部には、
　ユーザー端末から見積書作成を依頼する旨を送信させるための見積書作成依頼用コマン
ドボタンを表示するためのファイルと、
　相談に対応して弁護士が法律サービスを提供する際に要すると予想される時間数を入力
する時間数入力欄を有する時間入力用フォームファイルと、
　弁護士費用の時間単価の情報と、
　自動作成文書について弁護士に相談した際の費用の見積書のフォームファイルと
が保存されており、
　前記見積書作成プログラムは、
　時間入力用フォームファイルを見積書作成用コンピュータ上に表示するフォーム表示モ
ジュールと、
　時間入力用フォームの時間数入力欄に入力された時間数と保存部に保存された時間単価
とを掛け合わせる演算を行って見積もり金額を算出する算出モジュールと、
　算出された見積もり金額を保存部から読み出された見積書のフォームファイルにはめ込
んで見積書を作成させる見積書作成モジュールと、
　ユーザー端末に対し、作成した見積書を送信する送信モジュールと
を有するものであり、
　さらに、
　前記保存部には、前記自動作成プログラムにより更新された書式ファイルである更新フ
ァイルを見積書の作成依頼に際してユーザー端末が備える保存部から送信させるか、その
更新ファイルが保存された場所の情報をユーザー端末から送信させるプログラムが設けら
れていて、このプログラムは、前記見積書作成依頼用コマンドボタンがユーザー端末にお
いてクリックされた際に実行されるものとなっており、
　前記見積書作成プログラムは、送信された更新ファイル又は更新ファイルの保存場所に
関する情報に従い、更新ファイルの内容を見積書作成用コンピュータ上で表示するもので
あって、更新ファイルを時間数入力フォーム内にリンクさせて表示するものあるという構
成を有する。
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　上記課題を解決するため、本願の請求項７記載の発明は、インターネットを利用して法
律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシステムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式をそれぞれ記録した更新可能な多数の書式ファイルと、
　階層構造を成す多数の書式選択質問をユーザー端末に順次表示するよう各書式選択質問
について付与された書式選択質問用ファイルと
が含まれており、
　各書式選択質問用ファイルは、その次の下層の書式選択質問用ファイルをユーザー端末
に表示するためのコマンドボタンを含んでいるとともに、前記送信プログラムは、このコ
マンドボタンがクリックされた際に当該次の下層の書式選択質問用ファイルを送信してユ
ーザー端末に表示させるものとなっており、
　最下層の書式選択質問用ファイルは、当該質問への返答に相当する法律書式の書式ファ
イルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するための書式送信用コマンドボタンを
含んでいるとともに、前記送信プログラムは、この書式送信用コマンドボタンがクリック
された際に当該書式ファイルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するものとなっ
ており、
　前記保存部に保存された各種ファイルには、最下層の書式選択質問用ファイルが表示さ
れているユーザー端末における操作により選択された書式ファイルから法律文書を作成す
るための情報の入力をユーザー端末において行わせるためにユーザー端末に表示される自
動作成用ファイルが含まれており、
　保存部には、最下層の書式選択質問用ファイルが表示されているユーザー端末における
操作により選択された書式ファイルと、自動作成用ファイルにより入力された情報により
、法律文書を自動作成する自動作成プログラムが設けられていて、ユーザー端末における
操作により実行可能となっており、
　自動作成用ファイルは、選択された書式ファイルに当てはめて法律文書を完成させる情
報入力欄を含んでおり、
　自動作成プログラムは、情報入力欄に入力された情報を当該書式ファイルの所定箇所に
設定された入力欄に組み込んで書式ファイルを更新するプログラムであるとともに、更新
した書式ファイルを、当該ユーザー端末が備える保存部に保存可能とするプログラムであ
り、
　さらに、
　自動作成プログラムにより自動作成した法律文書である自動作成文書について弁護士に
相談した際の費用の見積書を作成する見積書作成用コンピュータが設けられており、
　見積書作成用コンピュータには、見積書作成プログラムがインストールされており、
　保存部には、
　ユーザー端末から見積書作成を依頼する旨を送信させるための見積書作成依頼用コマン
ドボタンを表示するためのファイルと、
　相談に対応して弁護士が法律サービスを提供する際に要すると予想される時間数を入力
する時間数入力欄を有する時間入力用フォームファイルと、
　弁護士費用の時間単価の情報と、
　自動作成文書について弁護士に相談した際の費用の見積書のフォームファイルと
が保存されており、
　前記見積書作成プログラムは、
　時間入力用フォームファイルを見積書作成用コンピュータ上に表示するフォーム表示モ
ジュールと、
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　時間入力用フォームの時間数入力欄に入力された時間数と保存部に保存された時間単価
とを掛け合わせる演算を行って見積もり金額を算出する算出モジュールと、
　算出された見積もり金額を保存部から読み出された見積書のフォームファイルにはめ込
んで見積書を作成させる見積書作成モジュールと、
　ユーザー端末に対し、作成した見積書を送信する送信モジュールと
を有するものであり、
　さらに、
　前記保存部には、前記自動作成プログラムにより更新された書式ファイルである更新フ
ァイルを見積書の作成依頼に際してユーザー端末が備える保存部から送信させるか、その
更新ファイルが保存された場所の情報をユーザー端末から送信させるプログラムが設けら
れていて、このプログラムは、前記見積書作成依頼用コマンドボタンがユーザー端末にお
いてクリックされた際に実行されるものとなっており、
　前記見積書作成プログラムは、送信された更新ファイル又は更新ファイルの保存場所に
関する情報に従い、更新ファイルの内容を見積書作成用コンピュータ上で表示するもので
あって、更新ファイルを時間数入力フォーム内にリンクさせて表示するものあるという構
成を有する。
　上記課題を解決するため、本願の請求項１０記載の発明は、インターネットを利用して
法律文書を作成させるトータルリーガルライブラリエイドシステムであって、
　インターネットに接続された送信サーバと、保存部とを備えており、
　送信サーバには、インターネットを介してアクセスしてきたユーザー端末に対しファイ
ルを送信して当該ユーザー端末に表示させる送信プログラムがインストールされており、
　保存部には、送信サーバが送信プログラムを実行することにより送信されることでユー
ザー端末に表示されることが可能な各種ファイルが保存されており、
　保存部に保存された各種ファイルには、
　各種の法律書式がそれぞれ記録され、ユーザー端末において更新されることが可能な多
数の書式ファイルと、
　階層構造を成す多数の書式選択質問をユーザー端末に表示するよう各書式選択質問につ
いて付与された書式選択質問用ファイルと
が含まれており、
　各書式選択質問用ファイルは、その次の下層の書式選択質問用ファイルをユーザー端末
に表示するためのコマンドボタンを含んでいるとともに、前記送信プログラムは、このコ
マンドボタンがクリックされた際に当該次の下層の書式選択質問用ファイルを送信してユ
ーザー端末に表示させるものとなっており、
　最下層の書式選択質問用ファイルは、当該質問への返答に相当する法律書式の書式ファ
イルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するための書式送信用コマンドボタンを
含んでいるとともに、前記送信プログラムは、この書式送信用コマンドボタンがクリック
された際に当該書式ファイルを保存部から読み出してユーザー端末に送信するものとなっ
ており、
　さらに、
　前記保存部には、最下層の書式選択質問用ファイルが表示されているユーザー端末にお
ける操作により選択された書式ファイルと、自動作成用ファイルにより入力された情報に
より、法律文書を自動作成する自動作成プログラムが設けられていて、ユーザー端末にお
ける操作により実行可能となっており、
　自動作成用ファイルは、選択された書式ファイルに当てはめて法律文書を完成させる情
報入力欄を含んでおり、
　自動作成プログラムは、情報入力欄に入力された情報を当該書式ファイルの所定箇所に
設定された入力欄に組み込んで書式ファイルを更新するプログラムであるとともに、更新
した書式ファイルを、当該ユーザー端末が備える保存部に保存可能とするプログラムであ
り、
　前記保存部に保存された各種ファイルには、前記自動作成用ファイルをユーザー端末に
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対し送信サーバに送信させるための自動作成用コマンドボタンを表示するためのファイル
が含まれており、前記送信プログラムは、自動作成用コマンドボタンがクリックされた際
に前記自動作成用ファイルを送信してユーザー端末に表示させるものであり、
　さらに、
　保存部に保存された各種ファイルには、文書作成について相談を申し込むためにユーザ
ー端末に表示される文書作成相談フォームファイルが含まれており、
　前記保存部に保存されたファイルには、文書作成について相談を申し込む際に相談対象
をユーザーに選択させるためにユーザー端末に表示させる第一の選択ページ用ファイルが
含まれており、
　第一の選択画面用ファイルには、前記送信プログラムにより前記送信サーバから当該ユ
ーザー端末に送信された書式ファイルを選択させるためのコマンドボタンであるダウンロ
ード書式ボタンと、当該ユーザー端末での操作により前記自動作成プログラムを実行して
作成した自動作成文書を選択させるためのコマンドボタンである自動作成文書ボタンとが
含まれており、
　前記文書作成相談フォームファイルは、選択された書式ファイルを使用した文書作成に
ついての相談内容を入力するフォームであり、
　前記送信プログラムは、前記ダウンロード書式ボタンがクリックされた際には、当該ユ
ーザー端末に送信された書式ファイルの名称が文書作成相談フォームファイルに組み込ま
れて送信されて当該ユーザー端末に表示されるようにするものであり、前記自動作成文書
ボタンがクリックされた際には、当該ユーザー端末における操作により前記自動作成プロ
グラムが実行されることで更新された書式ファイルの名称が文書作成相談フォームファイ
ルに組み込まれて送信されて当該ユーザー端末に表示されるようにするものであるという
構成を有する。
　尚、「インターネットによるトータルリーガルライブラリエイドシステム」における「
インターネット」は、通常よりも広い意味であり、ネットワーク全般を意味する。また、
「トータルリーガルライブラリエイドシステム」とは、法律書式の利用を支援するシステ
ムという程度の意味である。
【発明の効果】
【０００７】
　本願発明によれば、インターネットによる法律書式提供が可能で、素人による法律文書
の作成が容易になり、インターネットによる法律書式提供サービスや法律相談提供サービ
スがより促進される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、本願発明を実施するための最良の形態（以下、実施形態）について説明する。
　まず、請求項１乃至５の各発明に対応した第一の実施形態について説明する。
実施形態のトータルリーガルライブラリエイドシステム（以下、単にシステム）は、イン
ターネットを利用して法律書式や法律情報を提供する際に使用されるシステムである。図
１は、本願発明の実施形態に係るシステムの概略構成を示す図である。図１に示すシステ
ムは、インターネット１につながったコンピュータ群３～８によって構成されている。こ
こでの「インターネット」は、上記よりも狭い通常の意味(The Internet)であり、ＴＣＰ
／ＩＰで接続される公衆ネットワークを指している。
【０００９】
　インターネット１には、周知のように、各種コンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ(Persona
l Data Assistant)等の情報機器がつながっている。以下、説明では、このようなインタ
ーネット１につながっている情報機器を情報端末と総称する。本実施形態では、法律相談
サービスの提供を欲する者（ユーザー）が、これらの情報端末を操作してシステムにアク
セスすることが予定されている。ユーザーが操作する情報端末２を、以下、ユーザー端末
２と呼ぶ。各ユーザー端末２は、インターネットアカウントの取得やブラウザ（閲覧ソフ
ト）のインストールなど、インターネット１に接続し、送信されたファイルを閲覧する環
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境が整えられている。
【００１０】
　図１に示すように、本システムは、複数のユーザー端末２とインターネット１を介して
つながっているコンピュータ群３～８によって構成されている。コンピュータ群３～８は
、ルータ３０１を含むファイアウォール３０２を介してインターネット１につながってい
るイントラネット（内部ネットワーク）３０３上に設けられている。
【００１１】
　本実施形態のシステムにより提供されるサービスは有料サービスとなっており、利用者
登録をした者のみが利用できるようになっている。サービスの利用を欲する者は、後述す
るように利用者登録を行って会員ＩＤとパスワードを取得する。
　コンピュータ群３～８のうちの一つは、アクセスが会員（利用者登録が済んだ者）から
のものであると判断した場合にアクセスを許可する認証サーバ３となっている。
【００１２】
　認証サーバ３は、サーバソフトウェアがインストールされたコンピュータである。認証
サーバ３の保存部としてのハードディスクには、会員ＩＤとパスワードとをデータベース
化して記録したファイルである会員マスタファイル３１が保存されている。
　コンピュータ群３～８のうちの別の一つは、インターネットサーバ４となっている。イ
ンターネットサーバ４は、マイクロソフト社のInternet Information Server(IIS)のよう
なインターネットサーバソフトウェアがインストールされたコンピュータであり、インタ
ーネット１を介してアクセスしてきたユーザー端末２にデータを送信する送信サーバとし
て機能するようになっている。インターネットサーバ４は、具体的には、ＨＴＭＬファイ
ルを送信して表示するＷＷＷサーバの機能と、ユーザー端末２にファイルをダウンロード
させるＦＴＰサーバの機能とを実現できるものとなっている。
【００１３】
　インターネットサーバソフトウェアには、ＨＴＭＬファイル４１を各情報端末に送るた
めのプログラムであるｈｔｔｐｄ(hyper text transfer daemon)プログラム４２や、ＦＴ
Ｐソフトウェア（不図示）が含まれている。インターネットサーバ４は、ＷＷＷサーバと
して、各ユーザー端末２から送られるデータを処理するためのＣＧＩ(Common Gateway In
terface)４３を備えている。
【００１４】
　インターネットサーバ４は、保存部としてハードディスクを備えている。このハードデ
ィスクには、各種ＨＴＭＬファイル４１が保存されている他、ＣＧＩ４３によって実行さ
れる各種ＣＧＩプログラム４４がインストールされている。尚、ＳＳＬに対応したプロト
コルであるｈｔｔｐｓが用いられることもあり、またＨＴＭＬファイルの他、ＸＭＬファ
イルが用いられることもある。また、ＣＧＩの他、ｊａｖａ（登録商標）、ｐｅａｒｌ、
ＰＨＰ等の他の言語が用いられることもある。
【００１５】
　インターネットサーバ４のハードディスクには、まず、本実施形態のシステムが提供す
るウェッブサイトのトップページを表示するＨＴＭＬファイルが保存されている。このト
ップページのＵＲＬには、このシステムを運営する法律事務所が保有するドメイン名が与
えられている。トップページのＵＲＬは、検索エンジンに登録されており、「法律書式」
、「法律相談」のようなキーワードでヒットするようになっている。
【００１６】
　図２は、実施形態のインターネットによるトータルリーガルライブラリエイドシステム
が提供するウェッブサイトのトップページの例について示した概略図である。
　図２に示すように、トップページは、アクセスを許可するための認証を行う認証ページ
に兼用されている。即ち、トップページには、会員ＩＤの入力欄３２と、パスワードの入
力欄３３が設けられている。
【００１７】
　トップページには、本システムで提供されるサービスの内容を説明するためのコマンド
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ボタン（以下、案内コマンドボタン）３４が設けられている。インターネットサーバ４の
ハードディスクには、本システムで提供されるサービスの内容を説明したＨＴＭＬファイ
ルであるサービス案内ファイルが保存されている。ユーザー端末２において案内コマンド
ボタン３４がクリックされると、サービス案内ファイルがインターネットサーバ４により
送信されてユーザー端末２に表示されるようになっている。
【００１８】
　また、図１に示すように、トップページには、「ご利用お申し込み方法」についてのコ
マンドボタン３５が設けられている。このコマンドボタン３５は、利用者登録をしていな
いユーザーに対して利用者登録を行わせるためのＨＴＭＬファイル（以下、利用者登録用
ファイル）を送信するものとなっている。
　インターネットサーバ４のハードディスクには、利用者登録用ファイルが保存されてお
り、利用者登録用のＣＧＩプログラムがインストールされている。利用者登録用ファイル
は、氏名、住所、電子メールアドレス等の個人情報の入力欄や、利用料の支払いを行うク
レジットカードの会社名やカード番号等の入力欄を有している。利用者登録用ファイルに
は送信コマンドが設けられており、各入力欄を正しく入力して送信コマンドをクリックす
ると、利用者登録用のＣＧＩプログラムが起動し、利用者登録の承認と会員マスタファイ
ル３１へのレコードの追加が行われるようになっている。利用者登録が行われると、会員
ＩＤとパスワードが発行され、電子メールにより利用者に通知されるようになっている。
【００１９】
　図２に示すように、トップページには、ログインボタン３６が設けられている。一方、
インターネットサーバ４のハードディスクには、認証用のＣＧＩプログラム（以下、認証
ＣＧＩ－Ｐ）がインストールされている。ログインボタンには認証ＣＧＩ－Ｐの実行コマ
ンドが記述されており、トップページにおいて会員ＩＤ及びパスワードが入力されてログ
インボタン３６がクリックされると、認証ＣＧＩ－Ｐが実行されるようになっている。
　認証ＣＧＩ－Ｐは、送信された会員ＩＤ及びパスワードのデータを認証サーバ３に送り
、認証サーバ３に保存されたデータであるか照合させる。認証サーバ３は、ハードディス
クに保存された会員マスタファイル３１を検索し、会員ＩＤ及びパスワードが一致するレ
コードがあるかどうか判断し、一致するレコードがあれば、アクセスを許可してよい旨の
データをＣＧＩ４３に返す。インターネットサーバ４のハードディスクには、会員専用サ
イトのトップページ用のＨＴＭＬファイル（以下、会員トップ）が保存されている。この
データが返されると、認証ＣＧＩ－Ｐは、会員トップのＨＴＭＬファイルを、アクセスし
てきたユーザー端末２に送って表示するようになっている。
【００２０】
　図３及び図４は、会員専用サイトのトップページの一例について示した概略図である。
会員トップは、上下方向に長く、スクロールボタンが設けられている。図３には会員トッ
プの上半分が示され、図４には下半分が示されている。
　図３及び図４に示すように、会員トップページは、左端に区分されたフレーム３０１を
有し、ここには、本システムで会員に対し提供されるサービスを選択するためのコマンド
ボタンが並べて設けられている（以下、このフレームをメニューバーと呼ぶ）。メニュー
バー３１０は、このウェッブサイトにアクセスしている際、常時ユーザー端末２に表示さ
れるようになっている。
【００２１】
　また、図３及び図４に示すように、会員トップでは、メニューバー３１０の右側に位置
するメインフレーム内にも、本システムによって提供される各種サービスがリストアップ
されるようになっている。
　図３及び図４に示すように、本実施形態では、大きく分けて、「基本リーガルサービス
」と「オプションリーガルサービス」が提供されるようになっている。そして、図３に示
すように、「基本リーガルサービス」では、「書式・文例検索」のサービスと、「法律文
書作成ガイド検索」のサービスと、「マニュアル検索」のサービスと、「各種税額等簡易
計算ソフト検索」のサービスが提供されるようになっている。
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【００２２】
　図３及び図４において、各種サービスの名称をリスト表示した部分は、コマンドボタン
となっており、それぞれのサービスを提供するためのページにリンクしている。まず、「
書式・文例検索」のサービスについて説明する。尚、以下の説明において、「法律書式」
は、内容を当てはめて法律文書を完成させるものには限られず、いわゆる法律文例も含ま
れる。
　「書式・文例検索」のサービスは、利用者登録したユーザーに対し、法律書式（以下に
単に書式と呼ぶ場合がある）を提供するサービスであり、多数の書式の中から任意の書式
を選ばせて利用させるサービスである。具体的に説明すると、本実施形態のシステムは、
各種ファイルを保存した保存部を備えており、保存部には、更新可能な多数の種類の法律
書式をそれぞれ記録した多数の書式ファイルが保存されている。
【００２３】
　図１に示すコンピュータ群３～８のうちの一つは、ライブラリサーバ５となっている。
ライブラリサーバ５は、本実施形態のシステムにより提供される各種データを保存したも
のである。ライブラリサーバ５は、保存部として大容量のハードディスクを備えている。
このハードディスクは、書式ファイル保存部として用いられている。書式ファイル保存部
には、各法律書式がそれぞれのファイル（書式ファイル）５１として保存されているとと
もに、保存された書式に関するデータベースファイル（以下、書式ＤＢＦ）５２が保存さ
れている。書式ＤＢＦ５２は、書式名称、書式ID、書式ファイル名称、書式キーワード等
のフィールドからなるレコードを多数記録したファイルである。尚、書式IDは、各書式を
識別するためのＩＤである。
【００２４】
　図３に示すように、「書式・文例検索」と表示された部分の横には、「目次検索はこち
ら」のコマンドボタン（以下、書式目次検索ボタン）３６と、「事項検索はこちら」のコ
マンドボタン（書式事項検索ボタン）３７とが設けられている。
　インターネットサーバ４のハードディスクには、書式の目次を表示するページ（以下、
書式目次ページ）を表示するためのＨＴＭＬファイル（以下、書式目次ファイル）が保存
されている。図３に示す書式目次検索ボタン３６がクリックされると、書式目次ファイル
がユーザー端末２に送信されて書式目次ページが表示されるようになっている。
【００２５】
　図５は、書式目次ページの一例を示した概略図である。図５に示すように、書式目次フ
ァイルでは、書式のジャンルがリスト表示されている。各ジャンルの表示部分の横には、
さらに細分化された書式目次を表示するためのコマンドボタン５４が設けられている。イ
ンターネットサーバ４のハードディスクには、さらに細分化された書式の目次を表示する
ＨＴＭＬファイルが保存されており、コマンドボタン５４のクリックによりユーザー端末
２に表示されるようになっている。
【００２６】
　そして、このような書式目次の表示についての階層構造は、２～４程度の階層構造で順
次表示されるようになっている。最下層の表示を行うＨＴＭＬファイルは、個々の書式の
名称をリスト表示するものとなっており、各書式ファイルを表示するためのコマンドボタ
ン（以下、書式表示ボタン）が設けられている。インターネットサーバ４のハードディス
クには、ライブラリサーバ５に保存された書式をユーザー端末２に表示するためのＣＧＩ
プログラム（以下、書式表示ＣＧＩ－Ｐ）がインストールされている。そして、書式表示
ボタンには、書式IDを引数にして書式表示ＣＧＩ－Ｐを実行する起動コマンドが記述され
ている。書式表示ＣＧＩ－Ｐは、書式IDを検索キーにして書式ＤＢＦ５２を検索し、書式
ファイル名称を取得した後、この名称の書式ファイル５１をライブラリサーバ５からユー
ザー端末２に送信して表示するようプログラミングされている。
【００２７】
　一方、図３において、書式事項検索ボタン３７は、任意の書式を事項検索（キーワード
検索）によって選ばせるためのボタンである。インターネットサーバ４のハードディスク
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には、事項検索のために必要な情報を入力させるページ（以下、書式事項入力ページ）を
表示するためのＨＴＭＬファイル（以下、書式事項入力ページファイル）が設けられてい
る。書式事項検索ボタン３７がクリックされると、書式事項入力ページファイルがユーザ
ー端末２に送信されて書式事項入力ページが表示されるようになっている。
【００２８】
　図６は、書式事項入力ページの一例について示した概略図である。図６に示すように、
書式事項入力ページには、書式事項（書式に関するキーワード）をテキスト入力する欄（
以下、事項入力欄）５５と、「検索」のコマンドボタン（以下、検索ボタン）５６が設け
られている。インターネットサーバ４のハードディスクには、書式ＤＢＦ５２を検索して
該当する書式の名称をリスト表示するＣＧＩプログラム（以下、書式事項検索ＣＧＩ－Ｐ
）がインストールされており、図５に示す検索ボタン５６には、書式事項検索ＣＧＩ－Ｐ
の起動コマンドが記述されている。書式事項検索ＣＧＩ－Ｐは、事項入力欄５５に入力さ
れたテキストデータを検索キーにして、書式ＤＢＦ５２の書式キーワードのフィールドを
検索し、一致するレコードの書式名称がリスト表示するようになっている。多数の書式の
中から任意の書式を選択させるには、階層構造を取ることが好適であり、検索の結果とし
て書式のジャンルをリスト表示する場合がある。この場合、いずれかのジャンルを選択さ
せ、そのジャンルに属する書式の書式名称をリスト表示する構成が採用される。
【００２９】
　書式名称がリスト表示された画面において、各書式名称を表示した部分が各書式を表示
するためのコマンドボタンになっているか、または別途コマンドボタンが設けられている
。これらコマンドボタンのいずれかをクリックすることにより、リストから任意の書式を
選んでユーザー端末２に表示できるようになっている。
　尚、ユーザー端末２に送信されて表示される書式ファイルは、自由に更新が可能なもの
となっている。書式ファイルの形式としては、マイクロソフト社のワード文書のようなポ
ピュラーなものとすることが好ましい。または、テンプレート形式のように、利用者の側
で入力する必要がある欄のみが変更可能であり、その他の様式等は変更できない形式とし
てもよい。尚、書式ファイルがユーザー端末２に送信されて表示される際、書式IDの情報
が併せてユーザー端末２に送信されるようになっている。書式IDは、書式ファイルに埋め
込んで表示するようにしてもよいし、書式検索の結果をリスト表示する際に併せて表示す
るようにしてもよい。
【００３０】
　また、ユーザー端末２に直接表示せず、ユーザー端末２にダウンロードしてから利用す
ることも可能であり、ファイルを「開く」のか「ダウンロードする」のか、ユーザーが選
択できるようになっている。このための構成は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のような汎
用ＯＳに付属した機能であるので、説明は省略する。
　本実施形態のシステムの大きな特徴点の一つは、ユーザーに対しＱ＆Ａ方式により任意
の法律書式を選択させることができるようになっている点である。即ち、Ｑ＆Ａ方式によ
り任意の法律書式を選択させる書式選択サーバが設けられている。書式選択サーバとして
は、インターネットサーバ４が兼用されている。
【００３１】
　本実施形態では、法律書式として契約書をＱ＆Ａ方式で選択させるようになっているが
、契約書以外の法律書式や法律文例をＱ＆Ａ方式で選択させることも可能である。また、
本実施形態のシステムでは、最上位の質問文をユーザー端末２に送って返信させる前に、
契約書のジャンルを選択させるようになっている。
　尚、ジャンルを予め選択せずにＱ＆Ａのみで書式を選択させることも可能である。図７
に、「どの契約書式に該当するかわからない場合は・・・・」と題されたコマンドボタン
があるが、このコマンドボタンは、ジャンルを選択せずに書式を選択させる場合に使用さ
れるものとなっている。
【００３２】
　以下、Ｑ＆Ａ方式による契約書式の選択のための構成について説明する。
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　図３に示すように、メニューバー３１０内には、「契約書式自動検索」と表記されたコ
マンドボタン（以下、自動選択ボタン）３１１が設けられている。この場合の自動選択と
は、Ｑ＆Ａを繰り返すことにより、ユーザーが所望の契約書式にたどり着くという意味で
ある。一方、インターネットサーバ４の保存部には、ジャンルを選択させる書式ジャンル
選択用オブジェクトが保存されている。このオブジェクトは、一つのＨＴＭＬファイルで
あり、書式ジャンル選択ページを表示するものとなっている。
【００３３】
　尚、本実施形態の説明において、「オブジェクト」とは、コンピュータによって操作さ
れるソフトウェア（プログラム、又はデータとプログラムの結合）であり、ある機能を実
現するモジュールを広く意味している。従って、オブジェクトは、インターネットサーバ
４によって送信されるファイルの場合もあるし、特定のファイル内に含まれるある要素（
コマンドボタン等）の場合もある。前述した利用者登録用ファイルや書式目次ファイル等
も、オブジェクトの一種であるということができる。
　
【００３４】
　図７は、書式ジャンル選択ページの一例を示す図である。
　図７に示すように、書式ジャンル選択ページには、「売買契約」、「賃貸契約」、「使
用貸借契約」、・・・という表示がされている。これらの部分は、コマンドボタン３１２
になっており、表示されたジャンルの契約書式を選択させるＱ＆Ａを表示するためのコマ
ンドが埋め込まれている。以下、このコマンドをジャンル選択ボタンと呼ぶ。
　インターネットサーバ４の保存部には、契約書式を選択させるための質問をユーザー端
末２に表示するオブジェクト（以下、書式選択質問用オブジェクト）が保存されている。
この書式選択質問用オブジェクトは、本実施形態では、質問が組み込まれたＨＴＭＬファ
イルになっており、質問を含んだ一つのウェッブページを表示するものとなっている。こ
のウェッブページを、以下、質問ページと呼ぶ。本実施形態では、以下に説明するように
、多数の質問が階層構造を持って設けられている。従って、書式選択質問用オブジェクト
も、階層構造を成して多数設けられ、保存部に保存されている。
【００３５】
　図８は、質問ページの一例を示す概略図である。この図８に示す例では、図７において
、「売買契約」のジャンル選択ボタン３１２がクリックされた場合を示している。即ち、
「売買契約」のジャンル選択ボタン３１２には、この図８に示す質問ページのＨＴＭＬフ
ァイルを保存部から読み出してインターネットサーバ４により送信させるプログラムが埋
め込まれている。より端的な一例として説明すれば、ジャンル選択ボタン３１２には、図
３に示す質問ページへのリンクが設定されている。
　図８に示すように、この質問ページでは、「売買契約ですか」という質問と、「売買契
約至るまでの約束に関する書式ですか」との質問が表示されるようになっている。各表示
部分は、次の下層の質問を表示するためのコマンドボタン（以下、下層質問表示ボタン）
３１３となっている。
【００３６】
　図８において、任意の下層質問ボタンをクリックすると、その質問の下層の質問が保存
部から読み出されて送信され、ユーザー端末２に表示されるようになっている。図９は、
さらに下層の質問を表示する質問ページの一例を示している。図９に示す例は、図８にお
いて、「売買契約ですか」の下層質問表示ボタン３１３がクリックされた場合を示してい
る。即ち、「売買契約ですか」の下層質問表示ボタン３１３には、この図９に示す質問ペ
ージのＨＴＭＬファイルを保存部から読み出してインターネットサーバ４に送信させるプ
ログラムが埋め込まれている。より端的な一例として説明すれば、下層質問表示ボタン３
１３には、図９に示す質問ページへのリンクが設定されている。
【００３７】
　図９に示すように、この質問ページでは、「不動産の売買ですか」という下層質問表示
と、「不動産以外の売買ですか」という下層質問表示ボタン３１３が設けられている。そ
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して、いずれかの下層質問表示ボタン３１３がクリックされると、さらにその下層の質問
を表示する質問ページがインターネットサーバ４から送信されてユーザー端末２に表示さ
れるようになっている。
　図１０は、図８及び図９に一例を示した「売買契約」のジャンルの質問の階層構造の一
部を示す概略図である。図１０に示すように、最下層の質問に対応して、書式ＩＤが付与
されている。図８や図９では示されていないが、最下層の質問を表示する質問ページでは
、質問の部分はコマンドボタンになっておらず、その代わりに「ダウンロード」のコマン
ドボタンが設けられている。例えば、「買主が買い受ける意思を表明する場合ですか。」
という質問を表示する質問ページでは、その表示は単なるテキスト表示となっており、そ
の横に「ダウンロード」のコマンドボタンが設けられている。ダウンロードのコマンドボ
タンがクリックされると、書式ＩＤが１－１－１－１である、「買い受け申込書」の書式
ファイルがユーザー端末２に送信されるようになっている。
【００３８】
　また、本実施形態のシステムには、ユーザーによる法律書式への情報入力に従って法律
文書を自動作成する自動作成サーバが設けられている。この自動作成サーバも、インター
ネットサーバ４によって兼用されている。
　インターネットサーバ４の保存部には、法律書式の各々について自動作成用オブジェク
トが保存されている。自動作成用オブジェクトは、ユーザー端末２からの操作により保存
部から読み出され、インターネットサーバ４によりユーザー端末２に送信されるようにな
っている。
　インターネットサーバ４の保存部には、自動作成用オブジェクトを読み出して送信させ
るためのオブジェクト（以下、送信用オブジェクト）が保存されている。この送信用オブ
ジェクトは、一つの法律書式が特定された際、ユーザー端末２が操作することが可能とな
っている。即ち、送信用オブジェクトは、上述した最下層の質問を表示する質問ページに
組み込まれてインターネットサーバ４から送信されるようになっている。尚、書式の自動
選択に自動作成を組み合わせる場合の他、前述した「目次検索」や「事項検索」で書式フ
ァイルを特定して自動作成を行うようにしても良い。この場合、それらで書式をダウンロ
ードさせるコマンドボタンに並べて送信用オブジェクトが設けられる。
【００３９】
　例示する図を用いて詳しく説明する。図１１は、自動作成用オブジェクトを送信させる
際に表示される質問ページの一例を示す概略図である。図１１は、図７において、「金銭
消費貸借契約」のジャンルが選択された際の最下層の質問ページの一例を示している。図
１１には、「弁済の方法の変更に関する契約ですか。」の質問の欄に、「ダウンロード」
のコマンドボタン３１４と、「自動作成」のコマンドボタン３１５が設けられている。こ
の「自動作成」のコマンドボタン３１５が、送信用オブジェクトである。
　尚、「ダウンロード」のコマンドボタン３１４が、前述した書式ファイルをユーザー端
末２に送信するコマンドボタンである。この例からわかるように、最下層の書式選択質問
用オブジェクトは、テキスト表示（データ）とコマンドボタン３１４とから成っている。
図８や図９に示す書式選択質問用オブジェクトでもこのような構成を採用してもよく、例
えば、質問文をテキスト表示にしておき、それに組み合わせて、「Ｙｅｓ」と題されたコ
マンドボタンを設けてもよい。
【００４０】
　図１２は、自動作成用オブジェクトの一例を示す図である。本実施形態では、自動作成
用オブジェクトは、メインフレームにはめ込まれて表示されるＨＴＭＬファイルとなって
いる。図１２の例は、図１１中の「自動作成」のコマンドボタン３１５がクリックされた
場合に表示されるものであり、「弁済方法変更契約書」を自動作成するオブジェクトにな
っている。
　図１２に示すように、自動作成用オブジェクトは、法律書式に当てはめて法律文書を完
成させる情報の入力欄と、ファイル更新を指示する更新指示用オブジェクトとを有する。
この例では、貸主の情報入力欄、借主の情報入力欄、弁済方法の変更に関する情報入力欄



(21) JP 4611917 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

（不図示）が設けられており、最下欄に、「文書作成」のコマンドボタン３１６が設けら
れている。このコマンドボタン３１６は、更新指示用オブジェクトに相当するものである
。
【００４１】
　「文書作成」のコマンドボタン３１６には、弁済方法変更契約書を自動作成するプログ
ラム（自動作成プログラム）の起動コマンドが記述されている。自動作成プログラムは、
保存部（例えばインターネットサーバ４）に保存されており、「文書作成」のコマンドボ
タン３１６により実行されるようになっている。自動作成プログラムは、各入力欄の入力
データを取得し、各入力欄が正しく入力されたかどうかを判断するデータ取得モジュール
と、正しく入力されている場合に、各入力欄のデータを書式ファイルの該当箇所に組み込
む組み込みモジュールと、入力情報を組み込んだ契約書のファイルを更新する更新モジュ
ールとを有する。ここでの「モジュール」とは、プログラムの要素という意味である。尚
、更新を行うモジュールは、更新したファイルの保存場所（任意のフォルダ等）をユーザ
ー端末２において指定させるようになっている。
【００４２】
　上記構成において、自動作成用オブジェクトの送信用オブジェクトは、書式ファイル内
に設けるか、書式ファイルとともにユーザー端末に送信するようにしても良い。書式ファ
イル内に設ける場合、書式ファイルは、ＨＴＭＬファイルのような形式になるので、更新
したものをユーザー端末２において保存する場合、送信用オブジェクトを自動的に削除し
て、汎用文書ファイルの形式（テキストファイルやワード文書ファイル等）で保存するプ
ログラムを別途提供するようにする。書式ファイルとともに送信する場合、その書式ファ
イルを表示するメインフレームとは別のフレームにおいて送信用オブジェクトが表示され
るようにする。
【００４３】
　次に、図３に戻り、「法律文書作成ガイド」のサービスについて説明する。このサービ
スは、法律文書作成に際しての説明文書をユーザーに提供するサービスである。契約書や
内容証明といった法律文書の作成に際して、どのような点を注意すべきか等について解説
した文書ファイル（以下、作成ガイドファイル）を送信するサービスである。作成ガイド
ファイル５０１はＰＤＦ等の形式であり、ライブラリサーバ５の保存部としてのハードデ
ィスクに保存されている。インターネットサーバ４は、アクセスが許可されたユーザー端
末２からの要求に従って文書ファイルを送信するようになっている。
【００４４】
　インターネットサーバ４のハードディスクには、ライブラリサーバ５に保存された作成
ガイドファイル５０１のジャンル（目次）をリスト表示するページ（以下、ガイドジャン
ルページ）のためのファイル（以下、ガイドジャンルファイル）が保存されており、また
、多数の作成ガイドファイルの中から任意の作成ガイドファイルを選択させるためのペー
ジを表示するファイル（ガイド選択ファイル）がＨＴＭＬ形式で保存されている。
【００４５】
　メニューバー３１０内の「法律文書作成ガイド」のコマンドボタン又は、図３に示す会
員トップページの「法律文書作成ガイドの検索」のコマンドボタン（以下、ガイドボタン
）３８がクリックされると、インターネットサーバ４がガイドジャンルファイルを送信し
、ガイドジャンルファイルがユーザー端末２に表示されるようになっている。ガイドジャ
ンルページは、リスト表示されたジャンルの中から任意のもの選択させるコマンドボタン
を有しており、コマンドボタンがクリックされると、選択されたジャンルのガイド選択フ
ァイルが送信されてユーザー端末２に表示されるようになっている。ガイド選択ファイル
は、当該ジャンルにつきライブラリサーバ５に保存されているすべての作成ガイドファイ
ルをリスト表示しており、任意の作成ガイドファイルを選択するコマンドボタンを有して
いる。いずれかのコマンドボタンがクリックされると、その作成ガイドファイルがライブ
ラリサーバ５から呼び出されて、ユーザー端末２に送信されるようリンクが設定されてい
る。
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【００４６】
　次に、図３に示す「マニュアル検索」のサービスについて説明する。「マニュアル」の
サービスは、各種法律業務に関するマニュアルを閲覧させるサービスである。ここでのマ
ニュアルとは、法律業務に関して解説した文書ファイル（以下、マニュアルファイル）で
あり、閲覧のみが可能な形式（例えばＰＤＦ形式）のファイルとなっている。ライブラリ
サーバ５のハードディスクには、それぞれのジャンル毎に多数のマニュアルファイル５０
２が保存されている。
【００４７】
　図３に示すように、「マニュアル検索」の欄にも、「目次検索」のコマンドボタン３９
と、「事項検索」のコマンドボタン４４が設けられている。各コマンドボタン３９，４４
やそれに関連付けられたＨＴＭＬファイル等は、上述した「書式・文例検索」のサービス
の場合と基本的に同じであるので、説明は省略する。
　次に、「各種税額等簡易計算ソフト検索」のサービスについて説明する。このサービス
は、相続税、所得税、法人税といった各種税額等について計算するための簡易なソフトウ
ェア（以下、簡易計算ソフト）をサイト上で提供し、ユーザーの便宜を図るものである。
ライブラリサーバ５には、簡易計算ソフトのファイル（以下、計算ソフトファイル）５０
３が多数保存されている。
【００４８】
　図３に示すように、「各種税額等簡易計算ソフト検索」の欄には、「各種税額等簡易計
算ソフト検索の目次」のコマンドボタン（以下、ソフト検索目次ボタン）４５が設けられ
ている。そして、インターネットサーバ４には、簡易計算ソフトのジャンルを表示するた
めのＨＴＭＬファイルや簡易計算ソフトを選択させるためのＨＴＭＬファイルが設けられ
ている。これらの構成や動作は、「法律文書作成ガイド検索」のサービスの場合と基本的
に同じであるので、説明は省略する。
【００４９】
　次に、図４にリスト表示された「オプションリーガルサービス」について説明する。「
オプションリーガルサービス」は、図４に示すように、大まかには「法律・税務相談シス
テム」のサービスと「法令、判例、文献」のサービスに分かれている。
　「法律・税務相談システム」のサービスは、法律や税務に関する相談をネットワークを
利用して受け付けるサービスである。特に、本実施形態では、法律文書作成に関する相談
を受け付けるものとなっている。
【００５０】
　インターネットサーバ４の保存部には、文書作成について相談を申し込むための文書作
成相談用オブジェクトが保存されている。一方、図４に示すように、会員トップには、「
法律文書作成相談システム」の表示があり、その下に、「相談フォームはこちら」コマン
ドボタン（以下、文書作成相談ボタン）４６が設けられている。文書作成相談用オブジェ
クトは、文書作成に関して相談をする場合の申し込みフォーム（以下、文書作成相談フォ
ーム）のＨＴＭＬファイル（以下、文書作成相談フォームファイル）を含んでいる。図４
において、文書作成相談ボタン４６がクリックされると、文書作成相談フォームファイル
がユーザー端末２に送信されて文書作成相談フォームが表示されるようになっている。尚
、メニューバー３１０の「各種相談システム」と表示された部分の下の「文書作成」のコ
マンドボタンもコマンドボタン４６と同様に文章作成相談フォームを表示するものとなっ
ている。
【００５１】
　図１３は、文書作成相談フォームの一例について示した概略図である。図１３に示すよ
うに、文書作成相談フォームでは、会員ＩＤの入力欄６２、会員名称の入力欄６３、メー
ルアドレスの入力欄６４、書式IDの入力欄６５、相談内容の入力欄６６等が設けられてい
る。書式ＩＤの入力欄６５は、前述したように書式ファイルの送信の際に併せて書式IDが
送信されるので、その番号を入力する。会員ＩＤや会員名については、ログインした際の
データを保持していてそのデータを自動的に入力するようにプログラミングされる場合も
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ある。
【００５２】
　また、書式ＩＤの入力欄６５については、書式ファイルのダウンロードの際にデータを
記憶しておき、これを利用して自動入力するようにしても良い。例えば、その会員ＩＤが
直近にダウンロードした書式ファイルの書式ＩＤをインターネットサーバ４等の保存部又
はユーザー端末２の保存部に一時的に保存しておき、文書作成相談フォームが送信されて
表示された際、自動的にくみこまれるよう、コマンドボタン４６をプログラミングしてお
く。
【００５３】
　図１に示すコンピュータ群３～８のうちの一つは、ユーザー端末２から送られた各相談
内容を保存しておくストレージサーバ６となっている。図１３に示す各入力欄６２～６６
が入力されて確認ボタン６７がクリックされると、各入力欄６２～６７に入力されたデー
タが送信されるようになっている。その際、その送信（相談申し込み）についてのＩＤ（
相談ＩＤ）が自動的に付与され、入力された情報が相談ＩＤとともに相談データベースフ
ァイル（ＤＢＦ）６１としてストレージサーバ６のハードディスクに保存されるようにな
っている。
【００５４】
　また、図４に示すように、会員トップには、「一般相談システム」の表示の下に、「相
談フォームはこちら」と題されたコマンドボタン（以下、一般相談ボタン）４７が設けら
れている。インターネットサーバ４のハードディスクには、文書作成以外の一般的な事項
に関して相談をする場合の申し込みフォーム（以下、一般相談フォーム）のＨＴＭＬファ
イル（以下、文書作成相談フォームファイル）が保存されている。一般相談フォームは、
書式IDの入力欄６５が無いことを除き、図１３に示す文書作成相談フォームと基本的に同
じであるので、図示及び説明は省略する。一般相談フォームにおいても、各入力欄が入力
されて確認ボタン６７がクリックされると、相談ＩＤが自動付与され、ストレージサーバ
６に新しいレコードとして保存される。
【００５５】
　本実施形態のシステムの大きな特徴点の一つは、文書作成相談や一般相談の申込が上記
の通りあった際、送信されたデータを利用して見積書を作成し、インターネットサーバ４
によって送信するようになっている点である。以下、この点について説明する。
　本実施形態のシステムは、管理用コンピュータ８を備えている。この管理用コンピュー
タ８は、見積書作成用コンピュータとしても使用されるようになっている。管理用コンピ
ュータ８は、図１に示すように、イントラネット３０３上に設けられており、ストレージ
サーバ７にアクセスすることが可能となっている。管理用コンピュータ８には、見積書作
成プログラムがインストールされている。
【００５６】
　本実施形態における見積もりは、相談に要する弁護士費用の時間単価と相談に要すると
予想される時間数とを掛け合わされて算出されるものである。管理用コンピュータ８が備
える保存部には、予想される時間数を入力するためのフォームファイル（以下、時間数入
力フォームファイル）と、弁護士費用の時間単価の情報が保存されている。
　また、インターネットサーバ４の保存部には、見積書のフォームファイルと、見積書作
成依頼用オブジェクトが保存されている。見積書作成依頼用オブジェクトは、ユーザー端
末２から見積書の作成依頼を送信させるためのオブジェクトである。本実施形態では、上
述した相談申込がされた場合、一律に見積書を作成して送信するようになっており、本シ
ステムの利用方法を解説したウェッブページはその旨が表示するようになっている。従っ
て、図１３における確認ボタン６７（相談申込を行うボタン）が、見積書作成依頼用オブ
ジェクトとなっている。
【００５７】
　見積書作成プログラムは、ユーザー端末２から見積書作成依頼が送信された際、法律書
式の名称と送信された相談内容に関する情報とを時間入力用フォームファイルにはめ込ん
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で管理用コンピュータ８に表示するフォーム表示モジュールと、表示された時間入力用フ
ォームファイルの時間数入力欄に入力された時間数と保存部に保存された時間単価とを掛
け合わせる演算を行って見積もり金額を算出する算出モジュールと、算出された見積もり
金額を保存部から読み出された見積書のフォームファイルにはめ込んで見積書を作成する
見積書作成モジュールと、作成した見積書をユーザー端末２に対してインターネットサー
バ４に送信させる送信モジュールとを有する。
【００５８】
　図１４は、見積書作成プログラムの表示モジュールによって表示された時間入力用フォ
ームの一例を示した図である。管理用コンピュータ８には、ストレージサーバ６の相談Ｄ
ＢＦ６１の管理用のプログラムがインストールされている。見積書作成プログラムは、こ
の管理用のプログラム（以下、相談管理プログラム）の一部として設けられている。
　相談管理プログラムは、相談ＤＢＦ６１にアクセスし、すべてのレコード（又は任意の
条件で選んだレコード）をリスト表示できるようになっている。このリスト表示には、任
意のレコード（相談）について見積書作成プログラムを起動できるようになっている。見
積書作成プログラムが起動すると、最初に表示モジュールが実行され、相談ＤＢＦ６１の
当該レコードの各フィールドのデータを時間入力用フォームファイルにはめ込み、図１４
に示すように表示するようになっている。
【００５９】
　図１４に示すように、時間入力用フォームは、時間入力欄８１を有する。この時間入力
欄８１は数字のみを入力する欄であり、ここに数値が入力されると、入力された数値に時
間単価を掛け合わせ、「金額」の欄８２にその数値を表示するようプログラム（算出モジ
ュール）が記述されている。
　図１４に示すように、時間入力用フォームには、「登録」のボタン８３と、「送信」の
ボタン８４とが設けられている。「登録」のボタン８３には、ストレージサーバ６の相談
ＤＢＦ６１のレコードを更新するプログラムが記述されている。相談ＤＢＦ６１には、「
見積金額」のフィールがあり、このボタンがクリックされると、相談ＤＢＦの当該レコー
ドの「見積金額」のフィールドに、算出した金額の数値を入力し、レコードを更新するよ
うプログラミングされている。
【００６０】
　「送信」のボタン８４には、送信モジュールが記述されている。この実施形態では、サ
イトからのダウンロードの形で見積書を送信するようになっている。即ち、送信モジュー
ルが起動すると、インターネットサーバ４の保存部内の所定の場所の情報としてＵＲＬを
自動作成し、このＵＲＬの場所に、作成した見積書を保存するようになっている。そして
、相談ＤＢＦ６１に登録されたメールアドレスにこのＵＲＬを送信するようになっている
。このメールアドレスは、通常、その相談申込を送信してきたユーザー端末２である。Ｕ
ＲＬはメール本文に記載されるが、メールソフトのハイパーリンク機能により、そのＵＲ
Ｌの表示部分をクリックすることで見積書がユーザー端末２にダウンロードされる。
　尚、管理用コンピュータ８を操作して時間入力欄８１への入力を行う者は、所要時間が
予想できる者であるので、弁護士の場合が多いが、弁護士でなくともそのような予想がで
きる者が入力する場合もある。　
【００６１】
　見積書は、サイトからのダウンロード以外の方法でもユーザーに送付することが可能で
ある。電子メールの添付ファイルの形で送っても良いし、ＣＤ－ＲＯＭや各種メモリ媒体
に保存して郵送で送っても良い。
　本実施形態のシステムの別の大きな特徴点は、見積書を受信したユーザーが、相談の正
式な申込をインターネットを介して行えるようになっている点である。即ち、システムが
備える保存部（例えばインターネットサーバ４の保存部）には、相談正式申込用オブジェ
クトが保存されている。
【００６２】
　相談正式申込用オブジェクトは、本実施形態では、見積書の送信時に同時にインターネ
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ットサーバ４から送信されてユーザー端末２に表示されるものとなっている。より具体的
には、相談正式申込用オブジェクトは、見積書に組み込まれてユーザー端末２に表示され
るようになっている。例示的な図を使用して、より具体的に説明する。
　図１５は、見積書作成プログラムにより作成された見積書の一例を示す概略図である。
図１５に示すように、見積書には、宛名、件名、金額等の情報が表示されるようになって
いる。そして、見積書の最下欄には、「承諾する」のボタン（以下、承諾ボタン）８５が
設けられている。この承諾ボタン８５が、相談正式申込用オブジェクトに相当している。
【００６３】
　承諾ボタン８５がクリックされると、見積書の内容に承諾した旨を意味するデータがイ
ンターネットサーバ４に送られるようになっている。インターネットサーバ４は、ＣＧＩ
を介してストレージサーバ６にこのデータを送り、相談ＤＢＦ６１の当該レコードに登録
するようになっている。即ち、承諾ボタン８５には、相談ＤＢＦ６１へのデータ登録のた
めのＣＧＩプログラムの起動コマンドが埋め込まれている。
　一方、イントラネット３０３上には、法律相談業務を担当する弁護士が操作する端末（
以下、担当者端末）が担当者毎に設けられている。担当者端末７は、ストレージサーバ６
に対してアクセスすることが許されており、本システムを運営する法律事務所に所属する
弁護士（又はその秘書など）が、トリガーメールを受け取ったことによりアクセスするこ
とが想定されている。相談を担当する弁護士は、定期的に担当者端末を操作してストレー
ジサーバ６にアクセスし、各相談に関する情報を取得し、検討する。そして、相談をして
きた利用者に対し、相談内容に対する回答を電子メールや電話等により伝え、相談サービ
スを提供する。
【００６４】
　尚、上述した相談正式申込用オブジェクトは、見積書の送信とともに同時に送信する場
合の他、その後に送信しても良い。例えば、見積書のみを電子メールで（本文又は添付フ
ァイル）で送信しておき、その後に、その見積書の内容でＯＫかどうかを別の電子メール
で問い合わせる構成が考えられる。その場合には、その別の電子メールに、ＯＫの場合の
アクセス先であるＵＲＬを記述しておき、ハイパーリンク機能でアクセスさせて正式申込
を行わせる構成が考えられる。この場合は、記述されたＵＲＬが相談正式申込用オブジェ
クトということになる。
【００６５】
　尚、本実施形態のシステムを利用した法律相談サービスは、テレビ会議システムを用い
て好適に提供することができる。ユーザーがテレビ会議システムを希望する場合、図１４
等にある「相談方法」は、「テレビ会議」とされる。この場合のテレビ会議とは、音声と
映像とを同時に交信することができる通信システムのことである。
　次に、図４に戻り、「法令、判例、文献」のサービスについて説明する。このサービス
は、図４に示すように、「法令、判例、文献ネット検索システム」のサービスと、「法令
、判例、文献調査サービスシステム」に分かれている。
【００６６】
　このうち、「法令、判例、文献ネット検索システム」のサービスは、法令、判例、文献
のそれぞれについて、ネットワークを利用した検索サービスを提供するものである。本実
施形態では、外部のサーバを利用してこれらサービスを提供するようになっている。具体
的に説明すると、図４に示すように、会員トップには、「法令ネット検索システム」のコ
マンドボタン（以下、法令検索ボタン）４８と、「判例ネット検索システム」のコマンド
ボタン（以下、判例検索ボタン）４９と、「文献ネット検索システム」のコマンドボタン
５２（以下、文献検索ボタン）とが設けられている。
【００６７】
　法令検索ボタン４８は、外部のサーバ（法令サーバ）１０２へのリンクボタンとなって
いる。法令サーバ１０２は、法令の内容を記録した多数の法令ファイルのうち任意の法令
ファイルを選択させてネットワークを介して情報端末に送信して表示させることが可能な
サーバである。法令検索ボタン４８がクリックされると、法令サーバ１０２が提供する法
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令検索ページにユーザー端末２に送信され表示されるようになっており、法令検索ページ
から法令を検索し、任意の法令ファイルを表示したり、ダウンロードしたりすることがで
きるようになっている。
【００６８】
　判例検索ボタン４９も、外部のサーバ（判例サーバ）１０１へのリンクボタンとなって
いる。判例サーバ１０１は、判例の内容を記録した多数の判例ファイルのうち任意の判例
ファイルを選択させてネットワークを介して情報端末に送信して表示させることが可能な
サーバである。判例検索ボタン４９がクリックされると、判例サーバ１０１が提供する判
例検索ページにユーザー端末２に送信され表示されるようになっており、判例検索ページ
から判例を検索し、任意の判例（又はそのダイジェスト）のファイルを表示したり、ダウ
ンロードしたりすることができるようになっている。
【００６９】
　文献検索ボタン５２も、外部のサーバ（文献サーバ）１０３へのリンクボタンとなって
いる。文献サーバ１０３は、法律文献の内容を記録した多数の法律文献ファイルのうち任
意の法律文献ファイルを選択させてネットワークを介して情報端末に送信して表示させる
ことが可能なサーバである。文献検索ボタン５２がクリックされると、判例サーバ１０３
が提供する文献検索ページにユーザー端末２に送信され表示されるようになっており、文
献検索ページから文献を検索し、任意の法律文献（又はそのダイジェスト）のファイルを
表示したり、ダウンロードしたりすることができるようになっている。
【００７０】
　次に、図４に示す「法令、判例、文献調査サービスシステム」について説明する。この
サービスは、法令、判例、文献の調査に関して相談を受け付けるサービスである。具体的
には、調査の仕方や検索式の立て方などについてアドバイスを行う。図４に示すように、
会員トップには、「法令、判例、文献調査サービスシステム」のコマンドボタン５３が設
けられている。このコマンドボタン５３は、法令、判例、文献の調査に関して相談する相
談フォーム（以下、調査相談フォーム）を表示するためのボタンになっている。インター
ネットサーバ４のハードディスクには、調査相談フォームを表示するためのＨＴＭＬファ
イル（以下、調査相談フォームファイル）が保存されている。コマンドボタン５３がクリ
ックされると、調査相談フォームファイルがユーザー端末２に送信されて表示されるよう
になっている。調査相談フォームファイルには、調査したい法令、判例、文献に関する入
力欄が設けられており、入力欄を入力して確認ボタンをクリックすると、前述したのと同
様、ストレージサーバ６に送られて保存されるようになっている。
【００７１】
　本実施形態のシステムによれば、インターネットを利用した法律書式提供サービスにお
いて、Ｑ＆Ａ方式の自動選択により所望の書式が手に入るので、使い勝手が良い。このた
め、専門的な知識の無い素人でも、容易に書式が手に入る。また、最初にジャンルを選択
してからＱ＆Ａになるので、選択がスムーズにいく。ジャンルを選ばずにＱ＆Ａを行うと
、最上位の質問はかなり抽象的になったり、質問の階層構造が複雑になったりするが、こ
のような問題はない。
　また、自動作成が行えるので、さらに容易に法律文書が作成できるようになっている。
また、時間数の入力だけで自動的に見積書が作成されてユーザー端末に送信されるので、
法律事務所の省力化に役立つ。また、見積書に相談正式申込用オブジェクトがあるので、
ユーザーにとって相談の正式依頼が容易である。また、書式選択のプログラムの結果取得
した書式ＩＤが相談フォームに自動入力されるようにすると、ユーザーにおいて書式ＩＤ
の入力の手間がかからず、好適である。
【００７２】
　上述したように、本実施形態のインターネットによるトータルリーガルライブラリエイ
ドシステムは、「書式・文例」、「法律文書作成ガイド」、「マニュアル」、「各種税額
等簡易計算ソフト検索」等の各サービスをトータルに提供するものであるので、利用者に
とっては、一つの会員登録を行うだけで、これらのサービスを受けられるので、極めて便
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利である。
　尚、法令、判例、文献の検索サービスにつき、本実施形態では、外部のサーバ１０１，
１０２，１０３にリンクさせて利用させる構成としたが、本システム内にサーバを設ける
ようにしてもよい。即ち、「書式・文例検索」のサービスを提供するためのライブラリサ
ーバ５と同様に、各種法令の内容をデータベース化したサーバを設け、目次検索や事項検
索が行える構成とする。「判例」や「文献」のサービスについても同様である。
【００７３】
　ユーザー端末２に対してファイルを送信して表示する構成については、前述したｈｔｔ
ｐとＣＧＩの構成に限らず、Ｊａｖａ（登録商標）アプレットのようなプログラムをユー
ザー端末２にダウンロードして実行する構成であってもよい。
　また、上記説明では、各サーバ３～６は、それぞれ別途のものとして説明されたが、二
以上のサーバの機能を兼用するよう一つのサーバを構築することもあり、一つの統合型の
サーバですべての機能を実現することも可能である。
　上述した本実施形態の説明において、各種ファイルやオブジェクトが保存されている保
存部は、上述した場所にあるものでなくともよい。システムがアクセスしてファイルやオ
ブジェクトを読み出せるものであれば、どこでも良い。例えば、見積書作成プログラム（
のファイル）の保存場所は、管理用コンピュータ８の保存部でなく、インターネットサー
バ４の保存部でもよく、ストレージサーバ６の保存部でも良い。
【００７４】
　次に、請求項６乃至９に対応した第二の実施形態について説明する。
　第二の実施形態のシステムは、見積書作成に関する部分が第一の実施形態と異なってい
る。まず、第二の実施形態では、見積書作成依頼用オブジェクトの構成が若干異なってい
る。図示はしていないが、本実施形態においても、会員トップには、文書作成相談ボタン
が設けられている。文書作成相談ボタンには、文書作成相談フォームをインターネットサ
ーバ４に送信させるようリンクが設定されている。インターネットサーバ４の保存部に保
存された文書相談フォームのファイルや送信のためのプログラム等が、見積書作成依頼用
オブジェクトを構成している。
　
【００７５】
　本実施形態では、文書作成相談ボタンがクリックされた際、直ちに文書相談フォームを
インターネットサーバ４がユーザー端末に２に送信するのではなく、相談対象である法律
文書をユーザーに選択させるためのページ（対象文書選択ページ）がユーザー端末２に表
示されるようになっている。図１６、図１７及び図１８は、対象文書選択ページの一例に
ついて示した概略図である。インターネットサーバ４の保存部には、各書式選択ページ用
のＨＴＭＬファイルが保存されている。
【００７６】
　図１６は、文書作成相談ボタンがクリックされると最初に表示されるページであり、対
象文書のジャンル等を選択するためのページ（以下、第一選択ページ）を示している。イ
ンターネットサーバ４の保存部には、第一選択ページを表示するためのＨＴＭＬファイル
が保存されており、文書選択ボタンには、このファイルをユーザー端末２に送信して第一
選択ページを表示するようリンクが設定されている。
【００７７】
　第一選択ページには、図１６に示すように、「ダウンロード書式」、「自動作成文書」
、「書式ＩＤ入力」等のコマンドボタンが設けられている。図１６において、「書式ＩＤ
入力」のコマンドボタンがクリックされると、図１４に示すのと同様の相談フォームをユ
ーザー端末２に表示されるようになっている。
　また、図１６において、「ダウンロード書式」のコマンドボタンがクリックされると、
図１７に示す対象選択ページが表示されるようになっている。図１７に示す対象選択ペー
ジは、ダウンロードした法律書式の中から対象文書を選択するためのページ（以下、第二
選択ページ）である。第二選択ページには、図１７に示すように、そのユーザー端末２に
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対してダウンロードされた法律書式のリストが表示されるようになっている。図１７に示
すように、リストは、書式ＩＤと書式名称とを含んでいる。
【００７８】
　図１７に示すリストを作成して表示するには、ユーザー端末２にダウンロードした法律
書式の情報を保存しておく必要があるが、これは、サーバ側（インターネットサーバ４側
）で行う場合と、ユーザー端末２側で行う場合とがある。
　サーバ側で行う場合、書式ファイルのダウンロード送信を行うたびに、送信した書式フ
ァイルの書式ＩＤ、書式名称、当該送信に際して認証したユーザーＩＤ等の情報をデータ
ベース化して保存部に保存するよう構成されている。より具体的には、前述した図１０の
「ダウンロード」のコマンドボタンがクリックされた際に起動する書式ファイル送信用の
ＣＧＩプログラムが、上記各書式情報とユーザーＩＤとから成る新たなレコードを、ライ
ブラリサーバ６の保存部に保存されたデータベースファイルに追加するよう構成されてい
る。
【００７９】
　また、ユーザー端末２において保存を行う場合、書式ファイル送信用のＣＧＩプログラ
ムは、書式ファイルを送信した際、上記各書式情報がユーザー端末２の保存部の所定の場
所に送信するよう構成される。「所定の場所」とは、ダウンロードした書式ファイルの書
式情報を保存するファイルを予め作成して保存部の所定のパスに保存しておき、ダウンロ
ードのたびに情報を追加して更新する場合や、一回のダウンロードのたびに書式情報を保
存したファイルを新たに作り保存部の所定のパスに保存する場合とがある。
【００８０】
　例えばサーバ側で書式情報の保存を行う場合、第二選択ページを表示するＣＧＩプログ
ラム（以下、第二選択ＣＧＩ－Ｐ）は、認証の際に記憶したユーザーＩＤを検索キーにし
てライブラリサーバ６のデータベースファイルを検索し、そのユーザーＩＤがダウンロー
ドした書式ファイルの書式情報を取得する。そして、取得した情報を図１７に示すように
リスト化し、ユーザー端末２に送信するよう第二選択ＣＧＩ－Ｐは構成される。また、ユ
ーザー端末２に書式情報を保存する場合、第二選択ＣＧＩ－Ｐは、そのユーザー端末２の
保存部のファイルを開いて書式情報を読み取り、図１７に示すようにリスト表示する。い
ずれの場合も、書式情報の保存は例えば一ヶ月のような一定の期間内であり、古い書式情
報（例えば一ヶ月よりも前にダウンロードした書式ファイルの情報）は自動的に削除され
るようにすることが好ましい。
【００８１】
　図１７に示す第二選択ページは、リスト中から任意の一つを選んで法律相談の対象とし
て情報送信できるよう構成されている。例えば、リストの各行がコマンドボタンとなって
おり、それがクリックされると、その法律書式の相談の申込が送信できるようプログラミ
ングされる。この他、チェックボックスやラジオボタンなどのコントロールにより一つの
法律書式を選択させても良い。
【００８２】
　図１７において、一つの行が選択されると、当該行の法律書式について文書作成相談を
申し込む文書作成相談フォームが表示されるようになっている。図１９は、第二の実施形
態における文書作成相談フォームについて示す概略図である。
　図１９に示す文書作成相談フォームは図１３に示すものとほぼ同様であるが、書式名称
の欄６８が追加されている。図１７において、リスト中の任意の行が選択されると、図１
９に示す文書作成相談フォームがユーザー端末２に表示されるようになっている。即ち、
リストの各行には、文書作成相談フォームをインターネットサーバ４に送信させるＣＧＩ
プログラムの起動コマンドが埋め込まれるようになっている。このＣＧＩプログラムは、
選択された行の法律書式の書式ＩＤや書式名称を文書作成相談フォームにくみ込んでユー
ザー端末２に表示するよう構成されている。
【００８３】
　尚、書式名称については書式ＩＤが特定されればライブラリサーバ５から取得できるの
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で、ダウンロードの際の保存はされないこともある。この場合、上記ＣＧＩプログラムは
、選択された行の書式ＩＤを読みとってその書式ＩＤを検索キーにしてライブラリサーバ
５の書式ＤＢＦ５２を検索し、当該書式ＩＤに対応した書式名称を取得して文書作成相談
フォームに組み込むようプログラミングされる。
【００８４】
　また、書式ファイルはユーザー端末２にダウンロードされず、ユーザー端末２がライブ
ラリサーバ５上の書式ファイルを直接開いて利用することもある。この場合は、書式ファ
イルを開くたびに、上記書式情報やユーザーＩＤの保存を行うようプログラミングされる
。尚、ある期間内に同一の書式ファイルが複数回開かれる場合もあるが、この場合は、二
回目以降のファイルオープンについては書式情報等の新たな保存は行わないようにプログ
ラミングされる。
【００８５】
　図１９に示す文書作成相談フォームにおいても確認ボタン６７が設けられている。確認
ボタン６７には、相談申込を受け付けるためのＣＧＩプログラム（以下、相談受付ＣＧＩ
－Ｐ）の起動コマンドが埋め込まれている。相談受付ＣＧＩ－Ｐは、各入力欄６２～６８
に入力されたデータが送信されるようになっている。その際、その送信（相談申し込み）
についてのＩＤ（相談ＩＤ）が自動的に付与され、入力された情報が相談ＩＤとともに相
談データベースファイル（ＤＢＦ）６１の一つのレコードとしてストレージサーバ６のハ
ードディスクに保存されるようになっている。
【００８６】
　次に、図１６に示す第一選択ページにおいて、「自動作成文書」のコマンドボタンがク
リックされた場合について説明する。
　本実施形態のシステムは、自動作成した文書について相談を行う際に好適な構成を提供
している。図１６に示す「自動作成文書」のコマンドボタンには、自動作成した文書から
相談対象文書を選択させるページ（以下、第三選択ページ）を表示するＣＧＩプログラム
の起動コマンドが埋め込まれている。
【００８７】
　図１８は、第三選択ページの概略を示している。図１８に示すように、第三選択ページ
では、一人のユーザーが自動作成プログラムを起動させることで自動作成した法律文書が
リスト化されて表示されるようになっている。「一人のユーザー」とは、厳密には「一つ
のユーザーＩＤについて」という意味である。一人のユーザーが二以上のユーザーＩＤを
持つ場合は、システム上は異なるユーザーとして扱われる。
【００８８】
　前述した自動作成プログラムの更新モジュールにおいて指定された更新ファイル（更新
された書式ファイル）の保存場所の情報は、システムのいずれかの保存部又はユーザー端
末２の保存部に保存される。例えば、ユーザー端末２の保存部に保存される場合、本シス
テムの利用に関する設定ファイルが設けられてユーザー端末２の保存部に保存される。こ
の設定ファイルには、自動作成プログラムの実行結果である更新ファイルの保存場所のパ
スの情報が含まれる。第三選択ページを表示するＣＧＩプログラム（以下、第三選択ＣＧ
Ｉ－Ｐ）は、「自動作成文書」のコマンドボタンがクリックされると、設定ファイルを開
いて更新ファイルの保存場所のパスの情報を読み取り、そのパス上にある全ての更新ファ
イルの名称を取得してリスト表示するようプログラミングされる。
【００８９】
　また、更新ファイルがシステム上の保存部に保存される場合、更新ファイルは、例えば
ストレージサーバ６の保存部に保存される。ストレージサーバ６には、ユーザーＩＤ毎に
パスが与えられ、ユーザーＩＤ毎に更新ファイルがそれぞれのパスに保存される。自動作
成プログラムの更新モジュールは、認証の際に保持したユーザーＩＤのデータに従って保
存のパスを設定し、更新用のコマンドボタン（図１２に示す「文書作成」のコマンドボタ
ン３１６）がクリックされた際、そのパスに更新ファイルを保存するようプログラミング
される。尚、更新モジュールは、更新ファイルの保存場所として、ユーザー端末２の保存
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部かシステム上の保存部かをユーザー端末２において選択させるようプログラミングされ
ることが好ましい。
【００９０】
　第三選択ＣＧＩ－Ｐは、認証の際に保持したユーザーＩＤに従って、更新ファイルが保
存されているパスにアクセスし、そのパスに保存されているすべての更新ファイルの名称
を取得し、図１８に示すようなリスト表示を行うようプログラミングされている。
　図１８に示す第三選択ページは、リスト中から任意の一つの更新ファイル（自動作成文
書）を選んで法律相談の対象として情報送信できるよう構成されている。例えば、リスト
の各行がコマンドボタンとなっており、それがクリックされると、その自動作成文書の相
談の申込が送信できるようプログラミングされる。この他、チェックボックスやラジオボ
タンなどのコントロールにより一つの更新ファイルを選択させても良い。いずれにしても
、リストの各行には、当該業の自動作成文書について相談を申し込む相談フォームを表示
するＣＧＩプログラム（以下、自動作成文書相談フォーム表示ＣＧＩ－Ｐ）の起動コマン
ドが設けられている。
【００９１】
　図２０は、自動作成文書について相談を申し込む相談フォーム（以下、自動作成文書相
談フォーム）について示す概略図である。図２０に示す自動作成文書相談フォームは、図
１９に示すフォームとほぼ同じであるが、自動作成文書の内容（更新ファイルの内容）が
はめ込まれて表示されるようになっている。図２０に示す自動作成文書相談フォームのフ
ァイルは、同様にＨＴＭＬで書かれているが、それには限定されない。自動作成文書相談
フォームの自動作成文書の内容表示箇所は、いわゆるＯＬＥとなっており、更新ファイル
がリンクして貼り付けられている。更新ファイルは、縮小表示されるようプロパティが設
定されるが、ディスプレイ上で内容が読み取れる程度の大きさとされる。
【００９２】
　自動作成文書相談フォームのファイルは、通常、インターネットサーバ４の保存部に保
存されている。自動作成文書相談フォーム表示ＣＧＩ－Ｐは、認証の際に記憶したユーザ
ーＩＤに従ってパスにアクセスし、選択された更新ファイルを取得した後、自動作成文書
相談フォームのファイルにリンクさせてユーザー端末２に表示するようプログラミングさ
れている。
【００９３】
　図２０に示す自動作成文書相談フォームにおいても確認ボタン６７が設けられている。
確認ボタン６７には、自動作成文書相談申込を受け付けるためのＣＧＩプログラム（以下
、自動作成文書相談受付ＣＧＩ－Ｐ）の起動コマンドが埋め込まれている。確認ボタン６
７がクリックされると、各入力欄６２～６８に入力されたデータが送信されるようになっ
ている。その際、自動作成文書相談受付ＣＧＩ－Ｐは、その送信（相談申し込み）につい
てのＩＤ（相談ＩＤ）を自動的に付与し、送信された情報を相談ＩＤとともに相談ＤＢＦ
６１の新たな一つのレコードに記録するようプログラミングされれている。
【００９４】
　この際、自動作成文書相談受付ＣＧＩ－Ｐは、自動作成文書相談フォームに貼り付けら
れた更新ファイルについても送信を行わせるようプログラミングされれている。具体的に
は、更新ファイルがユーザー端末２の保存部に保存されたものである場合、更新ファイル
そのものを送信させ、ストレージサーバ６の所定の保存部に保存される。上述した相談Ｄ
ＢＦ６１に追加するレコードには、ストレージサーバ６において更新ファイルを保存する
パスの情報と更新ファイルの名称とが記録される。また、更新ファイルがシステム上の保
存部例えばライブラリサーバ６の保存部にある場合、文書相談受付ＣＧＩ－Ｐは、ユーザ
ー端末２から、そのライブラリサーバ６の保存部のパスの情報と更新ファイルの名称とを
送信してもらい、同様にレコードに記録する。
【００９５】
　本実施形態においても、ストレージサーバ６に保存された相談申込については、見積書
作成プログラムにより一律に見積書が作成されて送信されるようになっている。これらの
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構成は、前述した第一の実施形態と同様であるが、文書相談申込における時間入力用フォ
ームの構成が若干異なっている。図２１は、第二の実施形態における文書相談申込の場合
の時間入力用フォームの一例を示した図である。
【００９６】
　図２１に示す文書相談申込の場合の時間入力用フォームは、図１４に示すものとほぼ同
様であるが、相談の対象である自動作成文書（更新ファイル）の内容が貼り付けられる箇
所（以下、更新ファイルリンク欄）が設けられている点が異なっている。時間入力用フォ
ームにおいても、更新ファイルリンク欄８６はＯＬＥとなっており、ストレージサーバ６
の所定のパスに保存された更新ファイルがリンクされて表示されるようになっている。見
積書作成プログラムのフォーム表示モジュールは、時間入力用フォームを開く際、リンク
先であるストレージサーバ６の所定のパスから更新ファイルを取得して開き、図２１に示
す位置にはめ込むようになっている。
【００９７】
　図２１に示す時間入力用フォームにおいても、弁護士等の担当者は、相談内容、書式名
称等を参照しながら、時間入力欄８１に予想所要時間を入力する。この際、更新ファイル
リンク欄８６に表示される自動作成文書を見ながら、予想所要時間を決定することができ
る。
　図２１に示す場合の他、更新ファイルを表示するコマンドボタンを時間入力用フォーム
に設けても良い。このコマンドボタンは、「相談対象文書表示」のような表記とし、同様
に、ストレージサーバ６の所定のパスから更新ファイルを取得して貼り付けるプログラム
の起動コマンドが埋め込まれる。
【００９８】
　この第二の実施形態によれば、自動作成文書について本システムを利用して相談申込が
行える上、相談申込の際、任意の更新ファイルを選択して送信できるので、使い勝手が良
い。また、見積書作成においても、更新ファイルの内容を見ながら時間入力ができるので
、的確な時間数を入力することができる。即ち、自動作成文書とはいっても、各入力欄が
すべて入力されていることは少なく、空欄がある。どのような空欄がどの程度あるかによ
って、その文書についての相談に要する時間が変わってくる。本実施形態によれば、空欄
の量や空欄の質（補充すべき文書情報の質）を時間入力用フォーム上で確認できるので、
容易に時間数を判断して入力することができる。
【００９９】
　上述した第二の実施形態において、文書相談申込の際にユーザー端末２からの更新ファ
イルが送信される場合、更新ファイルは、文書相談フォーム内のデータ送信とは別に行わ
れる場合もある。例えば、更新ファイルは送信せずに相談者氏名や書式ＩＤ等のデータの
みを最初に送っておき、更新ファイルは電子メールの添付ファイルの形で送ったりする場
合があり得る。但し、文書相談フォームに貼り付けられた形で送信すると、一回の操作で
すべて送信できるので、便利である。
【０１００】
　この第二の実施形態においても、上記のように時間入力用フォームにおいて時間数が入
力されると、見積書が自動作成され、申し込んできたユーザーに送信される。見積書には
、同様に承諾ボタン８５が設けられており、承諾ボタン８５をクリックすると、正式な相
談依頼となる。これらの構成は、前述した第一の実施形態と同様なので説明は省略する。
【０１０１】
　この第二の実施形態においても、ユーザー端末２に対するデータ送信のための構成につ
いては、前述したｈｔｔｐとＣＧＩの構成に限らず、Ｊａｖａアプレットのようなプログ
ラムをユーザー端末２にダウンロードして実行する構成であってもよい。
　また、各サーバ３～６については、二以上のサーバの機能を兼用するよう一つのサーバ
を構築することもあり、一つの統合型のサーバですべての機能を実現することも可能であ
る。上述した本実施形態の説明において、各種ファイルやオブジェクトが保存されている
保存部は、上述した場所にあるものでなくともよい。システムがアクセスしてファイルや
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【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本願発明の実施形態に係るインターネットによるトータルリーガルライブラリエ
イドシステムの概略構成を示す図である。
【図２】実施形態のインターネットによるトータルリーガルライブラリエイドシステムが
提供するウェッブサイトのトップページの例について示した概略図である。
【図３】会員専用サイトのトップページの一例について示した概略図である。
【図４】会員専用サイトのトップページの一例について示した概略図である。
【図５】書式目次ページの一例を示した概略図である。
【図６】書式事項入力ページの一例について示した概略図である。
【図７】書式ジャンル選択ページの一例を示す図である。
【図８】質問ページの一例を示す概略図である。
【図９】さらに下層の質問を表示する質問ページの一例を示している。
【図１０】図８及び図９に一例を示した「売買契約」のジャンルの質問の階層構造の一部
を示す概略図である。
【図１１】自動作成用オブジェクトを読み出す際に表示される質問ページの一例を示す概
略図である。
【図１２】自動作成用オブジェクトの一例を示す図である。
【図１３】文書作成相談フォームの一例について示した概略図である。
【図１４】見積書作成プログラムの表示モジュールによって表示された時間入力用フォー
ムの一例を示した図である。
【図１５】見積書作成プログラムにより作成された見積書の一例を示す概略図である。
【図１６】対象文書選択ページの一例について示した概略図である。
【図１７】対象文書選択ページの一例について示した概略図である。
【図１８】対象文書選択ページの一例について示した概略図である。
【図１９】第二の実施形態における文書作成相談フォームについて示す概略図である。
【図２０】自動作成文書について相談を申し込む相談フォームの概略図である。
【図２１】第二の実施形態における文書相談申込の場合の時間入力用フォームの一例を示
した図である。
【符号の説明】
【０１０３】
１　インターネット
２　ユーザー端末
３　認証サーバ
４　インターネットサーバ
５　ライブラリサーバ
６　ストレージサーバ
７　担当者端末
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